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FIM 世界選手権グランプリ規則の改訂 

 

ＦＩＭは、グランプリ委員会及びグランプリ常任委員会（Permanent Bureau）を介し、

本規則の条項の一部あるいは全てを随時改訂することができる。 

 

本規則書印刷版の発行後の変更点は電子配信されるものとし、オンライン版が最新のもの

として優先される。 

 

常任委員会（Permanent Bureau）の構成 

 

― ＦＩＭ代表  １名 

 

― DORNA 代表  １名 

 

常任委員会は定期的に会合を行い、メンバー相互の利益に関する全てのＦＩＭグランプリ

事項について協議、決定を下す。 

 

常任委員会の召集及びその会議方法（電話や電子的手段による場合もある）、出席者の任

命や欠員、ならびに審議方法は、メンバー相互に随時、同意されるものとする。ただし、

常任委員会による決定は、メンバー全会一致の同意の場合のみ有効とされる。 

 

グランプリ委員会は、ＦＩＭ世界選手権グランプリ規則改訂案を審議する権限を有する。 

 

グランプリ委員会の構成 

・ ＦＩＭが任命する代表      １名 

・ MSMAを介し、マニュファクチャラー各社の任命する代表者  １名 

・ IRTAを介し、チーム及びライダーが任命する代表者   １名 

・ DORNA が任命し、グランプリ委員会の議長を務める代表者  １名 

 

グランプリ委員会は、いかなる事項も単純過半数をもって決議され、同数票の場合は議長

が決定票を投じる。グランプリ委員会による決議事項は、常任委員会の承認を経てのみ有

効となる。関係当事者は、グランプリ委員会の代表者による会議開催要請より、14 日以

内の会議実施に向け務めなければならない。 
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一般規約および条件 

 

本規則は、この発行以前に発行されたいかなる規則にも取って代わるものである。 

 

本規則中にある男性名詞の表現は、単に簡素化を意味するためのものであり、特に文脈上

必要な場合を除き女性も含まれることとする。 

 

ＦＩＭ世界選手権グランプリ（以下「選手権」とする）に参加する全てのライダー、チー

ム関係者、オフィシャル、プロモーター／オーガナイザー、及び選手権に何らかの関わり

を持つ全ての関係者は、自らはもとより、それぞれの雇用人、代理人を代表し、以下全て

の規約を遵守する。 

 

１．スポーツ規則 

２．技術規則 

３．規律及び裁定規則 

４．サーキット規格 

５．メディカルコード 

６．アンチドーピング規定 

７．環境規定 

８．倫理規定 

 

上記はいずれも、随時適用される補足、改訂も含むものとする。（以下、「規則」と総称）。 

 

上記全ての関係者は、規則に準拠する罰則適用の対象となる。 

 

規則を他の言語に翻訳することは認められるが、解釈上の議論が生じた場合、公式英語版

の内容が優先される。 

 

チームは、その参加に関するすべての人員による、規則全般の遵守を徹底する責任を負う。

ライダー、または競技会に出場するマシンに何らかの責任を負うその他の人員は、チーム

との連帯責任において規則を遵守する。 

 

出場マシンに関わる人員、あるいはパドック、ピット、ピットレーン、トラックのいずれ

かに立ち入る人員は、当該競技会の期間を通じて適切なパスを常時着用していなければな

らない。 

 

アンチドーピング規定 

全関係者は、ＦＩＭアンチドーピング規定を常に遵守しなければならない。罰則は、同規

定に則り適用される。 
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1 スポーツ規則 
1.1 序論 

1.1.1  

FIM 世界選手権として、ライダー、チーム及びコンストラクター（Moto３と

MotoGP クラスのエンジン及び Moto２クラスのフレーム）を対象とする二輪レ

ースのシリーズ戦が開催される。 

 

該当する場合、ライダー及びチームはトロフィーのためにも競技に参加する。 

 

1.2 競技会 

1.2.1  

競技会は、車検の実施予定日時に開始し、全決勝レース終了後の抗議提出期限の

 満了時、または車検および競技上の検証の完了時のうち、いずれか遅い方の時

点で終了したものとみなされる。 

 

レースコントロールは、抗議受付時間終了までの間は必要な設備全般を備えた状

態で機能していなければならない。また、全てのオフィシャル及びマーシャルは、

レースディレクション及び FIM スチュワードに応じられるよう、待機していな

ければならない。 

 

1.2.2  

競技会は、ＦＩＭの選手権開催の公認を受けたレースサーキットにおいて開催さ

れなければならない。 

 

1.2.3  

競技会には、ＦＩＭおよび DORNA に承認されたサポートレース以外の競技を

開催してはならない。 

 

1.2.4  

競技会期間中、四輪のレース車両による”デモンストレーション”や展示、ある

いは同様のイベントを行う場合、FIM 及び DORNA の事前許可を得ていなけれ

ばならない。 

 

1.2.5  

イベントプロモーター（以下プロモーターとする）は、ＦＩＭ及び DORNA に

より任命される。 

 

本スポーツ規則内に記載されるプロモーターとは、個々の大会 のオーガナイザ

ー及びまたはプロモーターを指す。 

 

1.2.6  

プロモーターは、大会の円滑、能率的に運営する上で必要な設備と人員を提供す

る責任がある。 
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1.2.7  

プロモーターは、全参加者、チーム、スポンサー、サービス、オフィシャル、Ｆ

ＩＭ、DORNA、IRTA 等を含む、第三者賠償責任賠償保険を準備していなけれ

ばならない。 

 

補償金額は、金額設定の異なる北米、カナダを除き、各大会最低 1000 万 

USD とする。 

  

プロモーターは DORNA に対し、上記第三者賠償保険証書の写しを、遅くとも

競技会の 30 日前までにＦＡＸまたは宅配便にて送付しなければならない。主催

国の保険関連の法令に照らし、上記保険に何らかの修正が必要な場合、

DORNAは競技会の最低15日前までに、その内容をプロモーターに通知する。 

 

保険の有効期間は、レースウィークの月曜（土曜決勝の場合は、日曜日）午前

00:00 時より、レース終了後の月曜（土曜決勝の場合は、日曜日）午 前 0 時

までとする。 

 

1.2.8  

プロモーターは、競技会の 90 日前までにＦＩＭと DORNA に下記の情報を提

出しなければならない。 

a. プロモーター名称と、連絡先の電話番号と FAX番号を含む所在地の確認 

 b. 競技会の開催日程と会場 

 c. サーキットのレイアウト図、周回方向（時計回り、反時計回り）、全長 

 d. サーキット内の選手向けの情報提供機能の置かれる場所、公式掲示板の場所 

 e. 第三者賠償責任保険を担当する保険会社の名前、住所および保険の証券番号 

 f. FMNR（主催国協会）の名称と所在地 

 g. 競技監督（ＦＩＭグランプリ競技監督スーパーライセンス保持者）の氏名 

 h. チーフメディカルオフィサーの氏名、住所および電話番号（FIM グランプリ  

           CMO スーパーライセンス） 

 i. 競技会の際の指定病院の名称、所在地、および電話番号 

 

注：プロモーターは、競技会の大会特別規則を作成または発行する必要はない。 

 

1.2.9  

DORNA は競技会の 60 日前までに上記の各種情報を文書化し、IRTA に転送す

る。IRTAは同文書を、当該競技会に参加する全チームに配布する。 

 

1.3 パドック 

1.3.1  

パドック、ピットボックス、およびその他設備はすべて、遅くとも日曜開催の

 決勝レース前の水曜日にチームに開放され使用できる状態にし、競技会終了後

 の最低 1 日、可能な場合は 2 日間、競技者が使用できるものとする。   
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1.3.2  

到着後に設営を行うチームは、8 時から 22 時までパドックに出入りできること

とする。 

 

1.3.3  

パドックの使用中は、サーキットとパドックへの車両入場ゲートに 24時間体制

 で人員が配置されていなければならない。 

 

1.3.4  

パドックが使用されている間は、ライダー、チーム関係者、マニュファクチャ

ラー、スポンサー、サービス会社、競技役員、FIM, DORNA, IRTA 等のために

適切な医療、消火体制が整えられていなければならない。 

 

上記の体制は、チームの設営開始日前の 2 日間は少なくとも 8 時から 18 時ま

での間準備され、その後は大会期間を通じ、レース翌日深夜０時までの間、２４

時間体制で維持されていなければならない。 

 

1.3.5  

日曜のレース前の遅くとも水曜日深夜０時より、レース後の月曜日深夜０時ま

でパドックエリアには完全な警備体制が整えられていなければならない。 

 

1.4 オフィシャル 

     競技会を円滑かつ効率よく運営する為、以下の全オフィシャルは必要な時点で

 会場に入り、任務にあたらなければならない。. 

 

1.4.1 常任オフィシャル 

選手権のための全ての常任オフィシャルは、常任委員会（Permanent Bureau）

により任命される。 

 

以下の各オフィシャルは、監督業務にあたる執行役として任命される。病気、ま

たは不可抗力による場合を除き、同オフィシャルは各競技会に立ち会わなければ

ならない。 

  

レースディレクター 

規則の適正な遵守とプラクティスとレースの効率よい運営を監する責任を有す 

るう。またレースディレクターは、大会運営委員会並びに FIM MotoGPスチュ 

ワードパネル間の全ての連絡責任者とする。 

  

競技監督は、レースディレクターとの協議を常に行ない、任務にあたらなければ

 ならない。以下についてはレースディレクターに最終的な決定権があり、同ディ

 レクターの明確な同意後にのみ、競技監督が以下についての指示を出すこと

 ができる。 
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a) プラクティスとレースの管理、タイムスケジュールの遵守及びレースディレ

クターが必要と判断した際、スポーツ規則に準拠したタイムスケジュールの

変更をレースディレクションに提案する。 

 

b) 安全なレースの継続が困難であると判断した場合、スポーツ規則に従いプラ

クティスやレースを中断し、適正な再スタート進行を行う。 

 

 c） スタート手順 

 

 d)  メディカルカ―／緊急介入車両の運用 

 

 レースディレクター代行 

 レースディレクターが不在となるレースにおいてレースディレクターの 全役務

 に関する責任を有する。 

 

テクニカ ルディレクター 

技術規則が正しく適用されていることを確認し、車検及び技術的抗議について 

の責任を有する。テクニカルディレクターは、独自の判断並びに裁量において 

安全に関わる如何なるパーツの使用をも禁止する権限を有する。 

テクニカルディレクターは、随時、技術規則に関わる一般的デザインガイドライ 

ンを発行及び改訂することが出来る。。 

 

 メディカルディレクター 

 メディカルコードを遵守するよう、プロモーターの任命するチーフメディカルオ

フィサーと連携する責任を有する。 

 

 FIM セーフティーオフィサー 

 全ての安全に関する責任を有する。 

 

 スターター 

 スタート手順に関する責任を有する。 

 

1.4.2 各競技会に従事するオフィシャル 

 

 競技会に従事するオフィシャルは、大会毎に主催国協会（FMNR）／プロモータ

ーにより任命され、FIMによって承認される。 

 

 i ) 競技監督 

    競技監督は下記責務を有する。 

   a.  競技会に向けてサーキットが適切に準備されていること並びに競技会

期間中もその状態を維持しなければならない。また、競技会運営に適用

される法規が全面的に準拠されいることを確認しなければならない。 

       

       b.  全てのオフィシャルとサービスが整っていることを確認しなければな

  らない。 
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          全てのトラック人員及び装備（例：マーシャル、消火サービス、モトタ

  クシー、蘇生及び緊急介入車、フラッグ等）を、全プラクティスおよび

  ウォームアップの開始30分前までにコースサイドに準備しなければな

  らない。 

 

 朝のメディカル査察終了後、メディカル人員はコースマーシャルの 5m

 後方に立つか、または立ち去らなければならない。スポーツトラック

 インスペクションには、コースマーシャルのみがコース脇に待機してい

 なければならない。 

 

 レースディレクター、ＦＩＭセーフティーオフィサー、競技監督およ

 びメディカルディレクターは、最初のプラクティスセッション及び/ま

 たはウォームアップの開始30分前に、規則遵守を確認するためにサー

 キットの最終査察を行う。 

 

 最終査察走行の間、各フラッグマーシャルポストでは黄旗が振動提示

 され、ＦＩＭセーフティーオフィサーにより要請されたフラッグ及び器

 材が提示されなければならない。 

 

        ｃ. 大会を円滑かつ効率的に進行するための決定を下す。 

   

d.  規則に準拠した競技会の運営を確認する。 

              

e.  FIM MotoGP スチュワードパネルに対し、抗議に関する情報を通知す

  る。 

         

ｆ.  暫定リザルト（プラクティス、ウォームアップ、スターティンググリッ 

  ドおよびレース）に時刻と署名を付し速やかに承認する、また、大会運 

営委員会に対する報告を行う。 

    

ii) 事務局 

  責務は下記のとおりとする。 

 

   a. 大会期間中のオフィシャル間の相互連絡役を担う。 

 

        b. 大会運営委員会、レースディレクション、FIM スチュワードの事務業務を

    補佐する。 

 

iii)その他オフィシャル： 

         マーシャル、車検員、警備員、メディカル人員等、競技会の効率的な運営

     に必要となる人員 

 

個々の競技会に従事するオフィシャル間の情報伝達は、それぞれ該当する常任オ 

フィシャルを介して行われるものとする。 
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1.4.3 レースディレクション 

選手権のレースディレクションは、常任委員会により任命される。 

 

1.4.4  FIM スチュワード 

 FIM スチュワードは、大会毎に FIM により任命され、常任委員会により承認 

    されなければならない。 

 

1.5 競技運営 

1.5.1  

競技運営は、以下代表者が構成する大会運営委員会により管理される。 

    レースディレクター （議長となる） 

 テクニカルディレクター 

 FIM メディカルオフィサー 

 競技監督 

 ＤＯＲＮＡが指名する代表者 

 FIM セーフティーオフィサー 

 

1.5.2    

大会運営委員会の任務は、常に下記の通りとする 

 a  競技会の円滑かつ効率的な運営を図る。 

 b  オーガナイザープロトコール（実施要項）または規則に反する事項について

   レースディレクションに対し提案を行う。 

 c  FIM MotoGP スチュワードパネルに対し、発生した規則違反を報告する。 

 

1.5.3  

大会運営委員会は競技会期間中、必要に応じ随時招集される。しかし、最低

 以下の会議が招集される。 

 a  第 1 回プラクティスセッション前 

 b  各プラクティス日の終了後 

 c  大会終了後 

 

1.5.4  

大会運営委員会の定足数は 3 名とする。 

 

1.5.5   

委員会メンバーは各 1 票の投票権を有する。決定は、単純過半数で行われる。同

数の場合、レースディレクターが決定票を投じる。 

 

1.5.6   

FIM スチュワードは大会運営委員会に出席することができ、またレースデ

 ィレクターは会議を補助するオフィシャル及びその他人員の出席を依頼するこ

 とができる。しかし、FIMスチュワード並びに出席要請を受けたオフィシャルや

 その他人員に投票権は認められない。 
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1.5.7  

大会運営委員会の責務は、以下のとおりとする。 

a- 各担当オフィシャルより、車検、プラクティス及びレースに関する報告を受

ける。 

b- 大会の円滑かつ効率的な運営を向上させる為の提提案をプロモーターに行う。 

 

1.6 レースディレクション 

1.6.1  

レースディレクションは、下記の人員により構成される。 

 ・ FIM 代表 

 ・ DORNA 代表 

 ・ IRTA代表（レースディレクター） 

 

 上記人員は、大会期間中、他の役務に従事することが出来る。 

 

1.6.2   

レースディレクション会議の定足数は、２名とする。 

 

1.6.3   

各メンバーは 1票の投票権を有する。決定は、単純過半数をもって行われる。 

 

1.6.4  

レースディレクションは大会期間中、必要に応じ招集される。 

 

1.6.5  

レースディレクションの責務は、以下のとおりとする。 

 a  規則に従い決定を下す  

 

b   安全性、円滑性、そして FIM世界選手権グランプリ規則に則り大会の 

  適切な運営が実施されているか運営上の事項を監督する。 

   

c.   安全上の観点から、決勝レースおよび/またはプラクティスセッションの 

  レース運営および/またはレースフォーマットを変更する。ただしこの変更

   を行う場合は、FIM 世界選手権グランプリ規則での解決が出来ない場合で、

   この変更の決定が絶対的に必要とされる場合に限り行われる。 

このような例外の事例が出た場合、この変更された内容が FIM 世界選手権

グランプリ規則の中で規定されている当該箇所より優先される。 

     

d   グランプリ規則では解決できない問題の場合、その問題解決のためにレー

   スディレクションは、レース事前指示または状況説明を発行する場合があ

   り、それは事前レース規則の制定等特殊な場合がある。（特定サーキットに

   おける地元独自の状況等を考慮する場合）。 

  しかし、これらの同行はあくまでも FIM 世界選手権グランプリ規則で定めら

   れた範囲を逸脱するものではない。 
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1.7 FIM MotoGPスチュワードパネル 

1.7.1  

FIMGPスーパーライセンス所持者 3名で構成されるパネルが設けられる。；FIM

 によって任命される 2 名の FIM スチュワードと IRTA によって任命され常任メ

 ンバーであり議長を務める 1 名。 

 

 各 FIM スチュワードは常任委員として、または rota による任命、常任委員

 会の承認した者。 

 

1.7.2  

FIMMoto GPスチュワードパネルによる会議の定足数は、2名とする。 

 

1.7.3  

各メンバーは、1 票の投票権を有する。決定は単純過半数をもって行われる。同

数の場合、議長が決定票を投じる。 

 

1.7.4  

FIMMoto GP スチュワードパネルは大会期間を通じ、必要に応じて随時招集さ

 れる。 

 

1.7.5  

FIMMoto GPスチュワードパネルの責務は下記のとおりとする。 

  a  規則に準拠した決定を行う。 

 b  規則違反に対するペナルティーを科す 

   レースディレクションの決定に対する上訴について、裁定を下す。 

 c   規則違反に関連する抗議を裁定する。 

 

1.7.6  

全ての FIMMoto GP スチュワードパネルの下す決定は、レースディレクショ 

    ンならびに関係す る当事者に対し書面にて通知されなければならない。 

 

FIMMotoGPスチュワードパネルの競技進行中（プラクティス及びレース）に下

される裁定は、モニターに表示される。公共のスクリーン上の公示は有効のもの

とされる。 

 

1.8 カレンダー 

1.8.1  

選手権レースカレンダーは原則として、前年の 10 月 31日までに発表される。 

 

1.8.2   

シーズンの定義は、年度の最終レース終了日翌日からがシーズンスタートで、  

       シーズン終了は、翌年度最終レース終了日とする。 
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1.8.3  

大会開催日は、不可抗力の事情により、事項 1.6.5.c)に明記しているレースディ

レクションの権限の基、FIM、DORNA 及びプロモーターの協議により再設定さ

れる場合がある。 

 

1.9 クラス 

1.9.1  

クラスは、次のカテゴリーとする。 

    Moto3    250cc  4 ストローク、単気筒 

    Moto2   Moto2   オフィシャルエンジン 

    MotoGP     1000cc  ４ストローク、最大 4 気筒 

 

1.9.2    

全３クラスを規定する技術規則は、ＦＩＭ世界選手権について定めた、ＦＩＭ 

グランプリ技術規則とする。 

 

1.10. 参加者の資格 

1.10.1  

ライダーが選手権に出場する為には、IRTA メンバーチームから正式にエントリ

 ーされていなければならない（ワイルドカード出場選手を例外とする。事項 

1.11.5/6 参照）。 

 

ライダーは、FMN の発行する FIM グランプリライセンスを所持していなければ

ならない。ライダーは、IRTA 及びグランプリ委員会によって指名される。状況

によって特定の一大会に有効なライセンスが発行される場合がある。 

 

FIMは GP ライダーの国内ライセンスの所持を義務付けてはない。しかし、国内

ライセンスの発給を受ける事が申し込みの際に必須となる場合、(特にその事で適

用される国内法令がある場合)、当該国協会発行の国内ライセンスを発給する。 

その場合ライダーは個人的な追加費用は課されない。 

 

ライダーは、パスポートに記載された国 1 か国のみの代表となることが出来る。 

 

複数の国籍を有する場合、初めに FIM ライセンスを取得申請する時点でどの国の

代表となるか決めなければならない。 

 

国籍を失った場合や、不可抗力のある場合、ライダーは、スポーツ国籍の移籍を

FIM に申請することが出来るが、シーズンスタート前（新たな FIMライセンスを

申請する前）に行わなければならない。 

 

ライダーは、シーズンを通して、その国旗を掲げ、勝利をつかみ、表彰台、タイ

トルの獲得等をその国の元で戦う事となる。 

 

GP 委員会電子承認 2023 年 2月 11 日 
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コンストラクターは、適切な FIM マニュファクチャラーライセンス所持者でな

ければならない。 

 

1.10.1.1 最低年齢 

 ライダーのライセンスは、以下に示す最低年齢に達した時点で発行される。 

  

 Moto3    18 歳 

 Moto2    18 歳 

 MotoGP 18 歳 

 

 最低年齢の基準は、ライダーの誕生日とする。 

 

 円滑に移行するために、2022 年 Moto3世界選手権を 16歳で既に始めている 

ライダーを例外とし、2023 年 Moto3 世界選手権に継続して参加できるものと 

する。 

 

Moto3 クラスにおいて、FIM ジュニア GP 世界選手権の勝者、または

FIMMotoGPルーキーズカップからFIM世界選手権グランプリのMoto3クラス

に契約ライダー、ワイルドカードまたは代理ライダーとして参加するライダー

は、最低年齢に達していない場合であっても、本最低齢規定は免除される。但

し、2023年の最低年齢 16 歳並びに 2024 年の 17 歳は適用される。 

 

Moto2 クラスにおいて、FIM ヨーロピアンMoto2 選手権の勝者が、2023 年

FIM グランプリ世界選手権 Moto2 クラスに契約ライダーとして、ワイルドカー

ドとして、または代替えライダーとして参加する場合、当該クラスの最低年齢に

達していない場合であっても例外が適用される。（しかし、最低 17 歳でなけれ

ばならない。 

 

1.10.1.2  MotoＧＰクラスの最高年齢 

 MotoGP契約ライダーについては、ライダーが満50歳になる年の年末まで出場

することができる。 

 

1.10.1.3  Moto2 クラスの最高年齢 

    Moto２ライダーについては、ライダーが満 50 歳になる年の年末まで出場でき

るものとする。 

  

1.10.1.４  Moto3 クラスの最高年齢 

Moto3 クラスについては、当該選手権年度の１月１日の時点で、最高年齢を

28 歳（初めて Moto3 グランプリに参加する新規契約ライダー、及びワイルド

カードについては 25歳）とする  

 

1.10.2 ルーキーライダーの定義 

    ルーキーの資格を得るためには、前年度シーズンにおいて同一クラスで６大会以

 上の競技に参加していてはならない。 
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1.11 エントリー 

1.11.1  

チームはエントリー申請を、前シーズンの最終競技会を絶対的な最終期限とし

 て IRTA 事務局宛に提出しなければならない。 

各エントリー申請用紙には、指定ライダー名、出場クラスを明記していなければ

ならない。 

 

FIM、Dornaおよび IRTAの代表で構成される選考委員会により、翌シーズンの

参加を受け入れるチームとライダーを選考する。参加受け入れが決定され次第、

各チームとそれぞれのチームの契約ライダーは各クラスに設定されたテスト規制

の対象とされる。 

 

Moto3 クラスにおける契約ライダーの最大数は 30 とする（最大 2 名のワイル

ドカードライダーを各大会に追加する場合がある） 

 

1.11.2 

参加を受け入れられた各チームは IRTA のメンバーとならなければならず、参加

する当該シーズンの２月 28 日までに IRTA と参加契約を締結しなければならな

い。 

 

1.11.3 

参加を認められたチームはライダー毎にエントリー用紙を作成し、参加する当該

シーズンの２月２８日までに IRTA事務局に提出しなければならない。 

  

特例が認められた場合を除き、チームはエントリーする指定ライダーを世界選手

権全戦の選択したクラスに参加させることを前提とする。特例として認められる

のは以下の場合のみとする。 

 

i) ライダーの負傷、修復不可能なマシンの損傷、選考委員会が認めるライダー

変更を含む不可抗力のいずれかを理由に、チームは既に開始している競技

会をライダーに棄権させることができる。健康上の理由による不参加には、

大会のチーフメディカルオフィサー（CMO）またはメディカルディレクタ

ーの作成する書面による裏付けが必要となる。 

  

   チームは、不参加となったライダーの代替えライダーを、当該クラスのフリ

   ープラクティスセッション２終了後 2 時間前までに立てることが出来る。但

   し、MotoGP クラスの場合は、クォリファイプラクティスの 2 時間までと

   する。 

  

   代替えライダーは、グランプリ委員会がスポーツ的またはメディカル的（エ

   ンジン割り当て規則等を出し抜くような）理湯で認めた場合を除き、選手権

   の契約ライダーであってはならない。認められた場合、代替えライダーを認

   められたチームは現行のエントリー義務を遂行しなければならない。 

 

   代替えライダーは選考委員会の承認を必要とする。 
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ii) 健康上の理由、またはその他選考委員会が認めるライダー変更を含む不可

抗力を理由とする場合に限り、チームは、選手権のその他競技会へのライ

ダーの参加を取り下げることができる。健康上の理由による欠場の場合、

有資格医師からの書面を提出の上、IRTA の指定する別の医師による検査を、

費用を自己負担した上で受けなければならない。さらに、確認のため、

DORNA はその指定する医師少なくとも２名による検査、診断を要請する

権利を有する。DORNA、IRTA 双方の指定医による診断内容が異なる場合、

次の方法が取られる。 

 

a)   DORNA 指定医師の見解が優先される。 

             及び 

b) IRTA は、DORNA の指定医による検査および結果報告により生じ

た費用全額を支払わなければならない。 

     

      チームは、出場義務を果たすべく、棄権より 10 日以内に参加資格のある

   代理のライダーを特定できるよう、可能な限り努力しなければならない。

   しかし、エントリーされたライダーの交代、変更の締め切り時間は、ライ

     ダーの当該クラスのフリープラクティス第２セッション終了後 2 時間まで

     とする。ただし MotoGP については、ライダーの交代が公式予選開始 2 時

     間前まで認められる。 

 

   代替えライダーは、グランプリ委員会がスポーツ的またはメディカル的（エ

   ンジン割り当て規則等を出し抜くような）理湯で認めた場合を除き、選手権

   の契約ライダーであってはならない。認められた場合、代替えライダーを認

   められたチームは現行のエントリー義務を遂行しなければならない。 

 

   代替えライダーは選考委員会の承認を必要とする。 

 

iii) 健康上の理由や不可抗力を伴わない場合、 IRTA の承認を受け、さらに

IRTA が DORNA/ＦＩＭの承認（いずれも否決した場合にその理由を明確

にする義務はない）を受けることを条件として、チームはそれ以降の選手権

シリーズ戦に代わりのライダー（代替）を出場させることができる。 

 

   代替えライダーは、グランプリ委員会がスポーツ的またはメディカル的（エ

   ンジン割り当て規則等を出し抜くような）理湯で認めた場合を除き、選手権

   の契約ライダーであってはならない。認められた場合、代替えライダーを認

   められたチームは現行のエントリー義務を遂行しなければならない。 

 

   代替えライダーは選考委員会の承認を必要とする。 

 

ライダーの変更は、１シーズン中一度までに限定される。特例的な状況は、

IRTAおよび DORNA/FIM により検討される。 
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       チームが代替ライダーを立てられない場合、IRTAは、必要なエントリー台 

      数を確保するため、大会毎に、別のチームによるライダーのエントリーを許 

      可する場合がある。ライダーの交代および変更にあたっては、1.10.1 条が 

      適用される。 

 

1.11.4    

参加を認められたライダーはいずれも、IRTA との間で締結する“参加契約書”

に規定されているプロモーション活動への参加要件を満たさなければならない。 

 

a) ライダーは、DORNA から要請がある場合で、DORNA から正当な事

前告知のあった大会前の木曜日午後に開催される事前記者会見に参加

しなければならない。当該時点のポイントリーダー及び前大会優勝ライ

ダーは事前記者会見への参加が要求される。その他ライダー及びチーム

運営メンバーの出席は、成績によってDORNA が決定する。 

  

b) ライダーは、グランプリ規則で指示されている表彰式手順に従わなけれ

ばならない。 

 

c) ライダーは、DORNAが指定するプロモーション活動、30 日間の事前

告知、大会前の水曜日または木曜日に開催、13 時から 16 時までの 3

時間、に参加できるよう調整しなければならない。各ライダーは、シー

ズン中に最大２回のプロモーション活動参加を要請される場合がある。 

 

d) 全ライダーは、如何なる大会にも関連しない時間、場所で、60 日前に

事前告知があり、プロモーションを目的として行われる活動に参加しな

ければならない。（そのための証拠を示す正当な委託書があることを条

件として）如何なるライダーも 1 年間に３回以上の参加や、合計 3 時

間（移動時間を除く）を超える活動に参加する義務はない。Dorna はそ

の際の交通費として、ビジネスクラスに相当する金額とその他の必要経

費を現金で弁済する。 

 

e) ライダーは、IRTAまたはDORNA から依頼があり、特別な免除が IRTA

または DORNAから出されていない場合には、最大１つのサイン会（大

会時に予定されているものを含む）に参加しなければならない。ライダ

ーは、サイン会には最低 20 分間参加しなければならない。 

 

f) ライダーは、IRTAまたはDORNA から依頼があり、特別な免除が IRTA

または DORNA から出されていない場合、大会に予定されているオー

プンカーによるパレードラップに参加しなければならない。 

 

g) ライダー全員、プロモーション活動、記者会見、表彰台セレモニー、表

彰式に関する指定された手順に完全に従うことの重要性を認識すると

ともに、従わない場合の金銭を含む罰則やグランプリ規則に明記されて

いる他のペナルティーの対象となることを十分理解していなければな

らない。 
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h) ライダーは、IRTA または DORNA により、負傷またはプロモーション

活動と同時間に受けなければならない医療行為のため、特別なプロモー

ション活動に参加しないことを認められる場合がある。不参加申請は、

DORNA または IRTA宛てに書面にて提出されなければならない。 

 

1.14.1 チーム及びライダーによる公示 

a) チーム及びライダーは、Moto GP 世界選手権に損害または悪影響を及

 ぼす公示やプレスリリースの発行を避けなければならない。従って、ラ

 イダー、チーム及びチーム監督及び/又は人員及び/又は代表等により、 

無責任にMotoGPメンバーの法的利権またはMotoGP及びスポーツの

規範に反するようなリリースや公示を控えなければならない。 

 

   b) MotoGP メンバーの法的利権または MotoGP 及びスポーツの規範に

     反する一般告知内容には下記が含まれるが、それに限定されるものでは

     ない。 

 

     ・MotoGP メンバーに対する無責任な攻撃、軽蔑、悪評または損害を与

      える声明またはメディアに対するコメント 

 

  ・無責任な評価や、イメージまたはスポーツそのものに対して不当にチ

      ームライダーやメンバーを害するような、メンバーチームのライダー

      が知り得るまたは当然知りうるパブリックコメントは、明確に

      本規則の適用範囲とする。 

 

  ・MotoGP メンバー及び/または MotoGP の方針に関する意見の相違

      についての責任ある合法な表現は禁止されない。 

 

1.11.5  Moto2 およびMoto3 クラスのワイルドカード  

    （ワイルドカードのための技術規則 2.5.6 及び 2.6.6参照） 

Moto2 ワイルドカードエントリーは、現選手権に参加する現存している Moto2

チームにより申請並びに運用されなければならない。 

 

Moto3 ワイルドカードエントリーは、現選手権に参加する現存している Moto3

チームにより申請並びに運用されなければならない。 

 

各クラスにつき最大２名のワイルドカード選手がエントリーできる。 

 

ワイルドカードエントリーの申し込みは現存しているチームが IRTA、グランプ

リ委員会を経由して大会の最低 45 日前までに行う事とする。 

 

グランプリ委員会は、どのエントリーを受理するか決定し、全ての受理したライ

ダーに関してのライセンスを発行するために FIMに連絡しなければならない。 
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ワイルドカードライダーは、いずれかのＦＭＮの発行した FIM グランプリ一大

会ライセンスを所持していなければならない。 

 

同一クラスに過去３回にわたりワイルドカード出場選手として競技会に参加した

経験のあるライダーについては、ワイルドカードエントリーが認められない。

(本条項の規定上、Moto3 クラスは従来の 125cc に、また Moto2 クラスは

250cc クラスに相当する)。 

 

エントリーが認められた場合、ライダーが参加するために IRTAが準備するため

の費用及びFIM一大会ワイルドカードライセンス料を IRTAに支払わなければな

らない。 

 

2023 年度費用：  

Moto2 クラスエントリー 13,000 ユーロ プラス FIM ライセンス料 

Moto3 クラスエントリー   3,500 ユーロ プラス FIM ライセンス料 

 

ライダーのエントリーが承認され、費用も支払った後にエントリーを取り消す

場合、IRTA に支払った金額の 50%のみ返金される。以下の状況の場合、全額

返金が適用されることがある。 

 

a. 取り消しがライダーの負傷によるものである場合。 

 

b. ライダーが当該大会のための契約チームの代替ライダーとなったため取

り消した場合。 

 

c. FIM がライダーの国の協会を通じて代わりに他のライダーをワイルドカ

ードのライダーに指名した場合。 

 

ワイルドカードライダーに対する金銭的補償または経費の償還は行われない。 

 

ワイルドカードのエントリーライダーは IRTA の保険適用の対象となる。 

 

ワイルドカードライセンスが承認され発行される際のライセンス費用は、ライ

ダーがレース参加を取り消した場合には返金されない。 

 

1.11.6 MotoGP ワイルドカード 

（事項 1.11.10 各マニュファクチャラーのワイルドカードエントリー及び事項

2.4.6 ワイルドカードの技術仕様を参照） 

 

各大会最大２名の MotoGP ワイルドカードエントリーができる。 

 

ワイルドカードエントリーの申し込みは現存しているチームが IRTA、グランプ

リ委員会を経由して大会の最低 90 日前までに行う事とする。 
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グランプリ委員会は、どのエントリーを受理するか決定し、全ての受理したライ

ダーに関してのライセンスを発行するために FIMに連絡しなければならない。 

 

ワイルドカードライダーは、ＦＭＮの発行するＦＩＭ一大会のみグランプリライ 

センス所持者でなければならない。 

 

FIMはその申請をどのエントリーを受理するかどうか決定するグランプリ委員会 

に送らる。 

 

エントリーの受け入れが決まった場合、競技会にオフィシャルサプライヤーから

提供されるタイヤの使用代金及び FIM 一大会のみのライセンス/ワイルドカード

ライセンス料金を IRTAに支払わなければならない。 

 

エントリーが受理された場合、大会時に使用する公式サプライヤーからのタイヤ

代を IRTAに支払わなければならない場合がある。ライダーのエントリーが承認

され、費用も支払った後にエントリーを取り消す場合、IRTA に支払った金額の

50%のみ返金される。 

 

以下の状況の場合、全額返金が適用されることがある。 

a.  取り消しがライダーの負傷により、それが立証されるものである場

合。 

 

b. ライダーが当該大会のための契約チームの代替ライダーとなったため  

取り消した場合。 

 

c.  他のライダーが受理されたライダーに代わりワイルドカードエント

リーとして指名された場合。 

 

ワイルドカードライダーに対する金銭的補償または経費の償還は行われない。 

 

ワイルドカードのエントリーには IRTAの保険が適用される。 

 

ワイルドカードライセンスが承認され発行される際のライセンス費用は、ライ

ダーがレース参加を取り消した場合には返金されない。 

 

1.11.７  

当該年度の選手権に初めて出場する選手を対象とした必須ブリーフィングが第1

回プラクティス予定の前日 16:00 より実施される。 

 

上記のブリーフィングを最後まで受けなかったライダーは、ペナルティの対象

となる。 

 

レースディレクションにより、出席免除の特例が認められる場合がある。 
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1.11.８  

MotoGP イベントの FIM 世界選手権グランプリのどのクラスにおいても参加 

したライダーは、その他の“グランプリではない”クラスのプラクティスまたは

同大会のレースに参加することは許可されない。 

 

併催される GP クラス以外のクラスに参加するライダーは、GP クラスに代理ま

たは代替えライダーとして以下の場合に登録することが出来る。 

 

代理または代替えライダーが承認された場合、当該ライダーはその後の GP クラ

ス以外のセッションに参加することは認められない。 

 

事項 1.11.3 に明記された参加資格、代替えの締め切り並びにライダーの変更に

関する諸条件はセレクション委員会の承認を必要とする。 

     

1.11.９  

最低でも1回のプラクティスに出走した選手は、競技会に出場したものとみなさ

れる。 

 

    決勝レースの1周目を走行した時点で、ライダーはレースをスタートしたものと

みなされれる。 

 

1.11.1０ MotoGPクラスのマニュファクチャラ― 

 MotoGP クラスにおいて、モーターサイクルマニュファクチャラーは自身のチ

ームから最大２名のエントリーが認められる。同マニュファクチャラーはまた、

バイクと備品をインディペンデントチームに貸与することができる。 

         

        各マニュファクチャラーは、１シーズンに最大６名のワイルドカードライダーの

エントリーが許可される優遇措置（コンセッション）(条項 2.4.2)を持つマニュ

ファクチャラーを除き、１シーズンに最大 3名のワイルドカードライダーのエン

トリーが許可される。 

 

        マニュファクチャラーは連続した大会でのワイルドカードライダーのエントリ  

     ーは許可されない。但し、当該マニュファクチャラーがコンセッション（優遇措

置）資格を得るため続けてエントリーする場合は除く。 

 

    （事項 2.4.6: ワイルドカードのための技術規則参照） 

 

1.11.11 Moto3 クラスのマニュファクチャラー 

     ・  Moto3クラスにおいて参加する計画のあるマニュファクチャラーは、８ 

月３１日を期限として、翌シーズンに Moto3マシンを出すことをグラ 

ンプリ委員会に通達しなければならない。また同期日までに、マニュフ 

ァクチャラーは可能性のあるチームにパーツの価格表をつけて、マシン 

の提供について発表しなければならない。この期限を過ぎた場合、いか 

なるマニュファクチャラーも“ブランド”も翌シーズンの参加は受け入 

れられない。 
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・ 興味あるチームは、同マニュファクチャラーにマシン提供の確実なリク

エストを、９月１５日までに行わなければならない。それを受けてマニ

ュファクチャラーは、最低供給数（事項 2.6.3.2.22 参照）を考慮した上

で、同チームのリクエストを受けたことの確認を、９月３０日までに出

さなければならない。リクエストを受け入れた後の詳細は、IRTA に送ら

れ、その後 IRTAからグランプリ委員会に報告される。リクエストをした

が受け入れられなかったチームの場合、別のマニュファクチャラーと交

渉することができる。 

 

・ Moto3 エンジンおよびフレームの承認、供給および価格規定については、

事項 2.6.3及び 2.6.4を参照。 

 

1.12 スターティングナンバー 

1.12.1  

選手権への出場を認められたライダーには、シリーズを通じ有効となる特定の 

 番号が割り当てられる。 

 

1.13 スケジュール 

1.13.1  

暫定競技会スケジュールは、下記のとおりとする。 

         

 水曜日 チーム現地到着、設営 

        木曜日 チーム現地到着、設営 

          10：00～17：00 車両検査、受付けおよび各種手続き 

 

金曜日 

09:00～09:35 Moto3 プラクティス① 35 分間 予選に考慮される第 1 回タイム計測 

09:50～10:30 Moto2  プラクティス① 40 分間 予選に考慮される第 1 回タイム計測 

10:45～11:30 MotoGP プラクティス① 45 分間 予選に考慮される第 1 回タイム計測 

13:15～13:50 Moto3 プラクティス② 35 分間 予選に考慮される第 2 回タイム計測 

14:05～14:45 Moto2  プラクティス② 40 分間 予選に考慮される第 2 回タイム計測 

15:00～16:00 MotoGP プラクティス② 60 分間 予選に考慮される第 2 回タイム計測                

            

土曜日                                       

08:40～09:10  Moto3  プラクティス③ 30分間 予選に考慮される第 3回タイム計測 

09:25～09:55 Moto2 プラクティス③  30分間 予選に考慮される第3回タイム計測 

10:10～10:40 MotoGPプラクティス③  30分間 予選に考慮される第3回タイム計測 

10:55～11:05  MotoGP 予選①     15 分間  

11:15～11:30  MotoGP 予選②    15 分間 

12:50～13:05 Moto 3 予選①      15 分間 

13:15～13:30  Moto 3  予選②      15 分間 

13:45～14:00 Moto2   予選①       15 分間  

14:10～14:25 Moto2   予選②    15 分間 

15:00  MotoGP スプリント 
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日曜日                                      

09:45～09:55 MotoGP ウォームアップ 10 分間 

10:00  MotoGP ライダー・ファンパレード 

 

11:00  Moto3 GP レース 

12:15  Moto2 GP レース 

14:00  MotoGPGP レース                    

 

1.13.2   

開催日を含む上記スケジュールは、以下に記す場合のみ変更が認められる。 

i) 大会開始以前の DORNAによる決定 

 

ii) 大会期間中のレースディレクションによる決定 

 

1.13.3  

上記スケジュールは、ライダーとチームのための自転車や徒歩によるコースの下

見の時間も含まれる場合がある。スクーターは禁止される。彼らのコース下見が行

われる場合には、サーキット内の通行は全てサーキット方向で行なわなければな

らない。 

 

1.14 車検/メディカルコントロール/ドーピングコントロール 

1.14.1  

MotoGP クラスのチームは、発表されたスケジュールに従い、初回プラクティ

 スの開始までに実施される車検に、ライダー1名につき最大2台のマシンを提示

 することができる。 

 

Moto２と Moto３クラスの両チームが車検に提示できるマシンの台数は、ライ

ダー1名につきマシン 1台に限定される。     

  

レースディレクションが特例を認める場合を除き、車検およびメディカル検査

のスケジュールに従わないチームは、大会への出場が認められない。 

 

1.14.2  

車検の手順は、技術規則 2. x 5.2, 2.x 5.3 および 2.x5.4 に詳述される。 

 

メディカルコントロールの手順は、メディカル規則に定める通りとする。 

 

 アルコールテスト手順に関する手続きに関してはメディカルコード（付録Ｎ）に

明記される。 

 

1.14.３  

アンチドーピングの手順に関わる全ての規定は FIM アンチドーピング規定に記 

載される。 
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1.15 プラクティスおよびテスト 

1.15.1 プラクティスおよびテスト規制 

a) 全てのクラスにおいて、シーズンの定義は、当該年の最終レース終了日の翌

日をシーズン開始とし、翌年の最終レース日をもってシーズン終了日とす

る。 

 

   グランプリ“イベント”とは、通常木曜日の予定された時間の車検及 

      び予備受付（事項 1.2.1）から開始されると定義される。この時間及び開 

      催日は、大会 14 日前のテスト規制の日程算出に考慮される。 

 

b) 契約ライダーの定義は、条項 1.11.1 に従いチームが指名するライダーのこ

とを指す。 

 

c) ライダーのトレーニングとトラックを熟知する為の行為は、どのサーキット

においても、下記の条件が遵守されている限り、いつ行っても良い。 

i) レースディレクションの許可なしに、GP 大会が行われるサーキットで

開催される前の１４日間は許可されない。 

 

ii) ライダーが参加を予定しているクラスと同じ排気量の車両の場合、一

 般公道用に製作された公認マシンのみ使用できる。 

  

 安全上、以下の変更は認められるが、事前にテクニカルディレクタ 

 ーに通知しなければならない。 

 

・ ホイール 

・ ブレーキキャリパー、マスターシリンダー、ライン及びディス 

ク（カーボンディスクは禁止される。 

・ フロント及びリアサスペンション 

・ 既存パーツの取り外し（例：ミラー、ライト等） 

・ タイヤ（一般向けのタイヤとしテクニカルディレクターの承認が必要、 

   注意：現行の選手権使用タイヤは認められない 

 ・MotoGPクラスのみ、タイヤ（テクニカルディレクターの認める一般 

的に入手できるもの）2022 年 3月 4 日グランプリ委員会 

・ フットレスト、ハンドルバー及びコントロールレバー 

・ エキゾースト 

・ 別素材のボディーワークの複製品は認められるが、デザインはオリジ

ナルと同等のものとする。（ライト等を取り外した後のブランクエリ

ア等を除く） 

 

          備考：テクニカルディレクターの承認を得た、ロードレース以外の競技車両

      (例：モトクロス、エンデューロ、スーパーモト)及び異なった排気量 

クラスのロードレース車両は、規制なしに使用することができる。 

         (注：ここで言う排気量クラスとは、気筒容積だけのことではなく、レ 

ースのクラスの名称のことであり、テクニカルディレクターが、マシ 

ンが適格かどうかを唯一判断できる。) 
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事項 1.15.1.2B.d)に則り、異なるクラスのロードマシンの場合、マ 

シンを提供する当該チームのテストデイーにカウントされる。 

    

レースディレクションは、特定のイベントにおいて、同一排気量クラスの 

レースマシンをライダーが使用することを特別に認めることが出来る。こ 

の権利を行使するためには事前に要望しなければならない。 

 

iii) Moto2 クラスにおけるコース熟知のためにグランプリ開催サーキット

を一般公道用の登録を受けたバイクであっても、現在公認されている

Moto2 エンジンサプライヤー（または公示された今後の公認サプライ

ヤー）のものと同じブランドであってはならず、また同じエンジン排気

量の 100cc 以内であってはならない。言い換えるならば、もし使用す

るモーターサイクルが公認 Moto2 エンジンサプライヤーのものと同じ

ブランドである場合は、公認 Moto2 エンジンとは別のエンジン排気量、

つまり 100cc以上異なる排気量でなければならない。 

 

この排気量規制は、グランプリサーキット以外では適用されない。 

 

Iv) Moto3 クラスにおけるコース熟知のためにグランプリ開催サーキッ 

トを一般公道用の登録を受けたバイクであっても、現在のライダーの

乗っている Moto3 マシンと同じブランドであってはならず、また同じ

エンジン排気量の 50cc以内であってはならない。もしマシンが、現在

ライダーが乗っている Moto3 マシンと同じブランドである場合は、違

うエンジン排気量、つまり 50cc以上異なる排気量でなければならない。 

 

この排気量規制は、グランプリサーキット以外では適用されない。 

 

v) 車両の適正資格について疑義が生じた場合は、テクニカルディレクタ 

ーの決定を最終のものとする。 

 

d) ワイルドカードライダー及び代替えライダーには如何なるテスト規制も適用

されない。(ただし、ワイルドカードとして認められた場所で行われる“グラ

ンプリではない”クラスのプラクティスまたは同イベントでのレースに参加

することはできない。) （事項 1.11.8 参照） 

 

1.15.1.1 MotoGP クラス 

本条項の規定上、選手権に関わるマニュファクチャラーの別のテストチーム

（モーターサイクルの完成品を生産する製造メーカー及びシャーシーメーカ

ーも含む）も契約チームの一部と見なされる。 

 

最大テスト日数が守られれば、チームは契約ライダーに代理を立て、代理ライ

ダーが契約ライダーの代わりとなることが出来るが、二人が同時に同じトラッ

クにあってはならない。当該代替えライダーは選考委員会の承認が必要とされ

る。 
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契約チームが MotoGP クラスのマシンを使用して行う練習走行およびテスト

において以下のとおり認められる。 

 

A. 契約ライダー 

a) 競技会のスケジュール上で予定されているプラクティス 

 

b) 2022 シーズン最終戦後に行われる最終戦開催サーキットで行う１

日のテスト 1 回 

 

c) ファクトリーテストライダー及び MotoGP クラスルーキーライダ

ーのみの為の、冬季テスト禁止期間後の行われる第 1 回目のテスト

前の 3日簡易亘るシェイクダウンテスト。 

 

d) 冬季テスト禁止期間後でシーズン1戦前に行われる3日間に亘って

行われる公式テスト 1 回。 

 

e) 冬季テスト禁止期間後でシーズン第 1戦前に行われる２日間に亘っ

て行われる公式テスト 1回。 

 

f) チーム及び DORNA/IRTA の同意の上、GP イベント終了後の月曜

日または火曜日の 1日のみ行われる公式テスト 2回。 

 

g) レースディレクションにより認められた走行等 

 

h) 優遇措置（コンセッション）対象となるマニュファクチャラ―のマ

シンを使用するチーム（事項 2.4.2 参照）は、彼らの契約するライ

ダー（事項 1.15.1.1.A.j 参照）によるかテストライダーによるチー

ムに割り当てられたテストタイヤを使用して（下記事項 1.15.1.1.C

参照）テストを如何なるサーキットにおいてもシーズン中に行うこ

とが出来る。テストの回数は、テストタイヤの割り当てによる制限

があるのみである。 

 

テストを行う日と参加ライダー名をテスト実施希望日前にレースデ

ィレクションに伝えなければならない。ただしこのテスト実施希望

日については、グランプリ開催前の１４日間は認められない。 

 

i) 契約ライダーは１２月１日から１月３１日まで（冬季テスト禁止期 

                   間）および 2023 年７月 10日から 8 月 1 日（夏休み）の期間、テ

    ストを行うことは許可されない。冬季と夏季の期間双方とも両日を

    含む。 
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j) レースディレクションはテクニカルディレクターとの協議の上、 

テストおよび特定のグランプリでないイベントにおいてロードレー

スマシンでレースすることを特例的に認める事ができる。この承認

を得る場合、申請は前もって行われなければならず、その際、テク

ニカルディレクターの承認を得るために、使用するマシンの詳細も

提出しなければならない。認められた場合、その特例はあくまでも

特定されたマシンのみであり、またレースディレクションから開催

サーキットやその他の条件が出される。 

 

l)  MotoGP クラスのルーキーライダーは、2月の第 1回オフィシャル 

テストの直後に行われるファクトリーテストライダーのための 3日 

間シェークダウンテストに参加することが出来る。 

（事項 1.15.1.1.B.c 参照） 

 

B. テストライダー 

 モーターサイクルマニュファクチャラ―自らのファクトリーチーム及   

  び事項2.4.2にあるマニュファクチャラ―のマシンを使用する優遇措置 

資格のあるチームはテストライダーの起用が認められる。 

 

 もし、マニュファクチャラ―がファクトリーチームとしてエントリーし  

  ない場合、当該シーズンにテストライダーによるテストを目的とした傘 

  下のチームをファクトリーチームとして申請しなければならない。 

 

  各マニュファクチャラーは、グランプリ開催サーキットの中で３ヶ所ま 

 で選び、そこでテストチームがテストを行う事が可能とする。グランプ 

リを開催していないサーキットでのテストについての制限は無い。 

    

a) テスライダーは競技会のスケジュール上で予定されているプラクティ 

スを除き、上記事項 1.15.1.1.A に記載されているどのテストにも参 

加できる。 

 

b) テストライダーは、ライダーをノミネートしたファクトリーチームのテ 

 ストタイヤ割り当て分のみを使用し、どこのサーキットにおいても、  

 またいつでもテストを行うことが可能とする。テストを行うサーキッ 

 トでグランプリ競技会が開催される場合、レースディレクションの許 

 可がない限りグランプリ前の 14 日間はテストできない。 

 

c) テストライダーは、冬季テスト禁止期間の終了後に行われる一回目のオ  

   フィシャルテスト前の３日間にシェイクダウンテストを行う事が可能 

   とする。このテストは、３つのテスト用選択サーキットに関する規則は   

   適用されない。 
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   C テストタイヤの割り当て 

     マシン開発は、割り当てられたテストタイヤに限られる。この 割り当 

てはチーム間またはマニュファクチャラー間で交換することはできず、 

公式タイヤサプライヤーからのみ供給される。割り当ての内訳は以下 

の通りとする。 

 

     全てのマニュファクチャラー：１シーズンあたり、各マニュファクチ 

ャラーに つき 200 本。これらのタイヤはテストライダーも使用可能で 

あり、チ ームの契約ライダーは上記条項 1.15.1.1.A. i)及び l)及び 

1.15.1.1.B に従うことのみを条件として使用できる。 

 

コンセッション適用マニュファクチャラー：１シーズンあたり、契約

ライダー１名につき60本のタイヤを追加する。これらのタイヤはチー

ムの契約ライダーが独占的に使用し、上記条項 1.15.1.1.A. i)及び l)、

及び 1.15.1.1.B に従うことのみを条件として使用できる。 

 

  テストタイヤは前年度のオフィシャルテストまたはレースの際に割り

  当てられたタイヤと同じ仕様、またはシーズン前にタイヤサプライヤ

  ーから提供されるタイヤ配布リストに載っているものとする事。新し

  い仕様のタイヤがテストのために提供される可能性があるが、これら

  のタイヤはオフィシャルテスト中にテストが行われるまでレースの際

  のタイヤ配布リストの中には含まれない。 

 

  オフィシャルテストにおける契約ライダーのタイヤは、事項 

  2.4.4.9.9.A), B), C)の供給要件に含まれ、テストタイヤ割り当ての一部 

  として考慮されない。 

 

テストライダーの為のプレシーズンテストに参加するルーキー契約ライ 

ダー達のタイヤは（事項 1.15.1.1.A.ｃ）、テストタイヤ規制対象とはな 

らないが、公式テスト規制が適用される。（事項 2.4.4.9.9.A）,B),C)） 

 

1.15.1.2  Moto3 およびMoto2 クラス 

i) マニュファクチャラーテスト Moto3クラス 

本規則の目的上、選手権に関わるマニュファクチャラーのテストチーム（モ 

ーターサイクルの完成品の製造メーカーとシャシー製造メーカーを含む）は 

契約チームとは見なされない。しかし、下記 d)により (テスト日はライダー 

に認められている４日間に考慮される)、テストのために契約ライダーを使 

うことが出来る。 

 

ii) マニュファクチャラーテスト Moto2 クラス 

本規則の目的上、選手権に関わるマニュファクチャラーのテストチーム（モ 

ーターサイクルの完成品の製造メーカーとシャシー製造メーカーを含む）は 

契約チームとは見なされない。しかし、下記 d)により (テスト日はライダー 

に認められている４日間に考慮される)、テストのために契約ライダーを使 

うことが出来る。 
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  A.  Moto2 及び Moto3 クラスの契約ライダー 

  契約ライダーによる練習走行とテストは下記に該当する場合に認められる。 

 

a) 大会スケジュールに含まれている練習走行 

 

b) ヨーロッパのサーキットにおいて２月１日からシーズン第 1 戦の間に

契約ライダーのみで行うDorna/IRTAが主催する１回の３日間公式テ

スト。 

 

c) レースディレクションにより承認された走行等 

 

d) チームは、シーズン中、契約ライダーを使用してヨーロッパ内またはチ

ーム本拠地国内如何なるサーキットにおいても最大４日のテストを行

うことが出来る。但し、テスト規制期間・事項 1.15.1.2.e を除く） 

この 4 日間にはレース後のテスト及び他のシリーズのイベントにおけ

るプラクティスまたはレースセッションでライダーが契約したクラス

と同一クラスの車両を使用する場合を含む。 

 

  テスト実施日と参加するライダーに関してレースディレクションに連

  絡しなければならない。またそのテストはグランプリ開催前 14 日前に

  行われてはならない。 

 

  テストは、ライダーがトラックに入った時点で始まるものとされる。 

 

  ライダーの変更または契約ライダーの代替えであってもオリジナルの 

ライダーのテスト日数に積算される。 

  契約ライダーのテスト日数は、チームの為のテストであっても、マニュ 

ファクチャラーの物であっても、またはその他当該クラスの契約チーム

の場合であってもライダーの４日間に換算される。 

 

チームは最大テスト日数を遵守する限り、テスト時に契約ライダーの代

理を使用することが出来、その代理ライダーが契約ライダーに代わるこ

とが出来る。しかし、同時に両ライダーがトラック上にいてはならない。

その代理ライダーは、選考委員会の承認が必要とされる。 

 

  他のレースシリーズに参加契約しているライダーが、変更又は代替えラ

  イダーとなる場合、選考委員会の承認の上、当該契約を継続することが

  出来る。この場合、契約しているシリーズにおけるトラックでの活動は、

  GPクラスのライダーテスト規制は適用されず、同一サーキットでのGP 

開催の 14 日前までに含まれていても参加は可能とする。 

 

e) Ｍｏｔｏ２チームで、コンセッション適用（事項 2.5.2）シャーシ―コ

ンストラクターが提供するマシンを使用する場合、事項 1.15.1.2.A.d

にある 4 日間ではなく 7日間のプライベートテストが認められる。 
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f) 契約ライダーは１２月１日から１月３１日まで（冬季テスト禁止期 

                 間）および 2023 年７月 10 日から８月 1 日（夏休み）の期間、テ

   ストを行うことは許可されない。冬季と夏季の期間双方とも両日を

   含む。 

     

     g)     世界選手権に初めて参加する契約ライダーは、当該シーズン中の他のイ

ベントに参加することが出来る。このレースイベントの一部としての走

行は、GP クラスのライダーのテスト日数には含まれず、GP イベント

の同サーキットにおける 14 日間に含まれる。 

 

 契約ライダーとして考慮されるためには、当該ライダーはいかなるクラ

スであろうとも前年に 6戦以上参加してはならない。 

 

          h)     レースディレクションはテクニカルディレクターとの協議の上、テス

ト及び特定のグランプリでないイベントにおいてロードレースマシンで

レースすることを特例的に認める事ができる。この承認を得る場合、申

請は前もって行われなければならず、その際、テクニカルディレクター

の承認を得る為使用するマシンの詳細も提出しなければならない。認め

られた場合、その特例はあくまでも特定されたマシンのみであり、また

レースディレクションから開催サーキットやその他の条件が出される。 

 

1.15.2 グランプリ競技会における練習走行（ウォームアップ含む） 

         i)     ライダーは、ピットレーン出口でグリーンライトが点灯された後、ピ

  ットレーンよりプラクティスを開始する。 

 

 ⅱ)    プラクティスの経過時間の計測は、グリーンライト点灯時点で開始さ

  れる。カウントダウン表示は、公式計時モニター上で残りのプラクテ

  ィスの時 間が示される。 

 

 ⅲ）  プラクティスの終了はチェッカーフラッグの振動提示により合図され、  

その時点でピット出口が閉鎖される。プラクティスセッションの終了は、 

公式計時で表示された時間の終了を以て決定される。 

 

各ライダーのタイム計測は、所定 の走行時間の経過後にフィニッシ 

ュラインを通過するまで継続される。チェッカー後、さらに１周のピッ 

トインラップを走行した後、ピットに入る。 

 

ⅳ）   事故等なんらかの理由によりプラクティスが中断された場合、ス

 タートライン上と全マーシャルポストにて、赤旗が振動提示される｡す

 べてのライダーは減速してピットレーンに戻らなければならない。プ

 ラクティス再開時の残り走行時間は、レースディレクションが何らか  

  の調整を行わない場合、赤旗が振動提示された時点で公式計時モニター  

    に表示されていた残り時間となる。 
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v)    プラクティス開始後、如何なる人員もコースの路面状況を変化させて 

  はならない。これには、レースディレクター及び/または FIM セーフテ   

  ィーオフィサーの事前指示及び/または許可なしにトラック表面を清掃 

  することが認められないトラックマーシャル及びその他オフィシャル 

  も含まれる。 

 

1.15.3   モーターサイクル 

MotoGP クラスのライダーは、いずれも自身のチーム名で車検を受けているこ

とを条件に２台のマシンをプラクティスで使用することが認められる。 

 

Moto２および Moto３クラスのライダーは、自身のチーム名で車検を受けたマ

シン 1 台のみをプラクティスで使用できるものとする。Moto２および Moto３

クラスのライダーがマシンを交換できるのは、本来のマシンが修理不可能な破損

となった場合に限定され、またその場合は、テクニカルディレクターの許可なら

びに新規マシンを証明する車検ステッカーの発行を受けなければならない。プラ

クティス中及びレース前のサイティングラップ時にピットレーンが閉鎖された後

は、新規マシンの許可手続きを受けることはできない。 

 

1.15.4 ラップタイム 

 ライダーの周回はすべて計測される。 

     

 公式なサーキットレコードは下記のとおりとする。 

 

・ 全タイムラップレコード 

レースイベントの全てのセッションを含み当該サーキット史上最も速い 

タイム 

 

・ ベストレースラップ 

    レース中の史上最も早いタイム 

 

プラクティスと決勝の双方において、ラップタイムとはコース上にペイント 

で示されたフィニッシュライン平面を連続して２回通過した間のタイム差をい

う。 

 

1.15.5 決勝レース出場資格 

A. Moto2 およびMoto3 

i) ライダーは、クォリファイプラクティス Q1または Q2(事項 1.16.3参  

  照)に参加した時点で自動的に決勝出場資格を得たこととなる。 

 

ii) クォリファイプラクティスに参加する為に、ライダーは、3 回のフリープラ

クティスセッション（P1、P2、P3）の同一セッション内で最も速いライダ

ーが記録したタイムの最低 105％に相当するタイムを得なければならない。 

 

iii) 代替えライダー、イベントが開始した後の変更となったライダーは、初めの

3 回のフリープラクティスセッションの内 2回に参加した場合、上記が適用
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される。 

 

iv) 代替えライダーがＰ３以降に参加した場合でフリープラクティスの度同一

セッション内における最も速いライダーの 105％のラップタイムを得られ

なかった場合、ライダーは Q1 に参加することは認められるが、Q1 で最も

速いライダーの 10５％に相当するタイムを得なければならない。当該ライ

ダーが Q1 に参加した場合、Q1 における最も速いライダーのタイムの

105％を得なければレースに参加することは認められない。 

 （Q1がキャンセルとなった場合、と油外ライダーはレースに参加すること 

  が認められる） 

 

B. MotoGPクラス 

i) ライダーは１回目または 2 回目の公式予選（Q1 または Q2）への参加が 

認められれば自動的に決勝への出場資格が与えられる。（事項 1.16.3参照） 

        

 ii) 予選に参加するためには、ライダーは３回あるフリー走行（P1, P2, フリープ

ラクティス）のいずれか一つののセッションにおいて、同一セッション中の最

速ライダーの少なくとも 105％に相当するラップタイムを記録していなけれ

ばならない。 

 

iii) 競技会の開始後に代替ライダーに代わる場合、同代替ライダーは最初の３回 

  のフリー走行の内,２回のフリー走行に出走した場合に上記条件が適用され 

  る。 

 

iv) もし代替ライダーが FP3 以降からのみ参加した場合、フリープラクティスの 

いずれかの同一セッションにおいて最速ライダーの 105%のラップタイム

に満たない場合でもＱ１への参加は可能となる。しかしその場合決勝へ参加

するためには、Q1における最速ライダーの 105％のラップタイムに達して

いなければならない。（Q1 がキャンセルになった場合、同ライダーは決勝に

出る可能性もある。） 

 

1.16 グリッドポジション  

1.16.1  

最速ライダーのポールポジション位置は、サーキット公認時に決定される。 

 

1.16.2  

全クラスのスターティンググリッド形状は、3－3－3－3の梯子状とする。 

     

 前後列のポジションはオフセットされる。 

 

各列間の距離は、９ｍとする。 
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1.16.3  

A.  Moto2および Moto3 

i)  グリッド位置は、各ライダーがフリープラクティス（FP）および２回の公式

  予選（P）で記録した最速ラップタイムを基準に決定される。その決定方法

  の詳細は以下の通り。 

 

ii)  P1、P2 および P3の結果を合わせ、この３回の走行の内、タイムの最 

  も速いライダー上位 14 名がQ2 に進む。 

 

 P1、P2、P3セッションの総合結果で Q1 の参加者を決定する為、P3セッシ 

ョン終了後、60分後に最終のものとされる。これ以降、結果は最終的なもの 

とされ、如何なる不服や抗議も受け付けられず、それは FIMMotoGP スチュワ 

ードによる違反の判明や報告があったとしても改訂されない。 

 

iii)  事項 1.15.5.A に則り資格を得たその他ライダーは、Q1 に参加しな

   ければならない。Q1 における上位 4名が Q2 に進む。 

 

  Q1セッションの結果により、当該クラスのQ1 セッション終了後 5分で 

Q2 の参加者が決定される。これ以降、結果は最終的なものとされ、如何な 

る不服や抗議も受け付けられず、それは FIMMotoGP スチュワードによる違 

反の判明や報告があったとしても改訂されない。 

 

iv) Q2 における 18 名のライダーは Q2 におけるラップタイムに従い、上

   位 18 位のグリッド位置が与えられる。 

 

   もしライダーが Q2 でラップタイムを計測することが出来なかった場合、

   18 番目のグリッド位置からスタートしなければならない。一人以上のライ

   ダーが Q2 でタイムを計測できなかった場合、P1、P2、P3 の総合ラ

   ップタイムに従い、18 番目以降のグリッド位置が与えられる。 

 

v) Q1 において上位 4 位に入らなかったライダーは 19 番目のグリッド位置

   とし、その他ライダーは Q1 の最も速いタイムに従ってグリッド位置が与

   えられる。 

 

  既に資格を得たライダーが Q1 でラップタイムを計測できなかった場合、

   P1、P2、P3 の総合タイムに従い、グリッド後方からレースをスター

   トする。 

 

vi) Q1 または Q2 またはその両方がキャンセルとなった場合、グリッド位

   置は、P1、P2 及び P3 において影響を受けたグループのライダーの最

   も速い総合タイム順とする。 

 

  Q1 だけがキャンセルとなった場合、P1、P2、P3 における 15 番手、

   16番手、17 番手、18 番手のライダーがQ2 に進むことが出来る。 
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vii) Q2 の資格を得たライダーが大会を欠場する場合、P1、P2、P3 の

   セッションから次点の速いライダーが欠場ライダーに代わり、P3後遅くと 

も 60 分以内に Q2に参加するライダーリストが改訂される。 

 

 viii) クォリファイセッションが中断された場合で、再開出来ない場合、以下の 

手順が取られる。 

 

そのセッションが予定されていた時間最低 50％を完了していた場合、当該 

セッションは完了したものとされ、結果が有効となる。 

予定されていた時間の 50％に満たない場合、当該セッションはキャンセル 

とされ、上記 vi)にあるとおりプラクティスの総合結果に従って結果が出さ 

れる。 

 

グランプリ委員会 2023 年 3月 7 日 

 

B.  MotoGPクラス 

i)  MotoGP スプリント及び MotoGPレースの為のグリッド位置は、各ライダ 

ーがプラクティス（P）および２回の公式予選（P）で記録した最速ラップタイ 

ムを基準に決定される。その決定方法の詳細は以下のとおりとする。 

 

ii)   P1、P2の総合結果により、走行タイムの最も速いライダー上位１０名が 

Q2 に進む。 

 

P1、P2 セッションの総合結果で Q1 の参加者を決定する為、P2 セッショ

ン終了後、60 分後に最終のものとされる。これ以降、結果は最終的なもの

とされ、如何なる不服や抗議も受け付けられず、それは FIMMotoGP スチュ

ワードによる違反の判明や報告があったとしても改訂されない。 

 

iii)  事項 1.15.5.B に適合した資格のあることを条件にこの上位１０名以外の全

てのライダーは Q1 に参加する。この Q1 におけるラップタイムの最速タイ

ム上位２名が更に Q２に進む。 

 

Q1 セッションにより、当該クラスの Q1 セッション終了後 5分でQ2 の参

加者が決定される。これ以降、結果は最終的なものとされ、如何なる不服や

抗議も受け付けられず、それは FIMMotoGPスチュワードによる違反の判明

や報告があったとしても改訂されない。 

 

iv) この時点でQ2 に進んだ１２名のライダーは、Q2 における最速ラップタイ

ム順に、１番目から１２番目までのグリッド位置が決定される。 

 

Q2 においてラップタイム計測できなかったライダーがいた場合、同ライダ

ーは１２番目のグリッド位置からのスタートとなる。また、Q2 で計測でき

なかったライダーが複数名いた場合、１２位までの下位のグリッドの順番は、

これらのライダーの P1と P2 を合わせたラップタイム順に決定される。 
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Q2 セッションの結果は、レースのグリッド位置を決めるものとなり、Q2

セッション終了 60 分後に確定される。これ以降、結果は最終的なものとさ

れ、如何なる不服や抗議も受け付けられず、それは FIMMotoGP スチュワー

ドによる違反の判明や報告があったとしても改訂されない。 

 

v) Ｑ１の結果で、上位２名を除いた残りのライダーは、Q1 における各々の最

速ラップタイムに基づいて１３位以降のグリッド位置を決定する。 

 

Q1 において資格はあるがタイム計測が出来なかったライダーがいる場合は

グリッド後方からのスタートとなり、その順番は、当該ライダーの P1、P2

の総合結果で決定される。 

 

vi) Ｑ１あるいは Q2のどちらか、または両方のセッションがキャンセルされた

場合、グリッド位置の決定は、ライダーの P1、P2 のセッションにおける最

速ラップタイムの総合結果で当該グループのグリッドの順番が決定される。 

 

Q1 のみがキャンセルとなった場合には、P1、P2 の最速ラップタイムの総

合結果で１１位と１２位のライダーが Q2に進むことになる。 

 

vii) Q2 に通過が決まったライダーが大会から離脱しなければならなくなった 

場合、Q2 参加ライダーのリストは、P1、P2 セッションにおける離脱し

なければならなくなったライダーの次点のライダーを考慮し、P3 終了の

60 分後に改訂される。 

 

 viii) クォリファイセッションが中断された場合で、再開出来ない場合、以下の 

手順が取られる。 

 

そのセッションが予定されていた時間最低 50％を完了していた場合、当該 

セッションは完了したものとされ、結果が有効となる。 

予定されていた時間の 50％に満たない場合、当該セッションはキャンセル 

とされ、上記 vi)にあるとおりプラクティスの総合結果に従って結果が出さ 

れる。 

 

グランプリ委員会 2023 年 3月 7 日 

 

1.16.4  

同一タイムを記録したライダーのグリッド位置は、各々の 2 番目以降の最速タ

 イムを順次考慮して決定される。 

 

1.16.5  

正式なグリッド表は Q2 セッション終了後、遅くとも決勝レースのスタート１

 時間前までに発表される。MotoGP クラスの最終グリッドは、ウォームアップ後 

に改訂される場合がある。 
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1.16.6  

グリッドポジションとスタート進行に関して、“グリッド後方”という意味は、最 

終順位のライダーのグリッドポジションのすぐ後ろと定義される。グリッド後方 

スタートのライダーが複数名いる場合、当該ライダーは発令された明確なルール 

に従って、順番に後方のポジションに着く。 

 

    レースディレクションはグリッド後方の定義をサーキットの状況により必要とな

 った場合に変更することができる。 

 

1.16.7  

レースをピットレーンからスタートしなければならないライダーがいる場合で、   

    このことが最終グリッド発表前にわかっている場合（例：ペナルティー等）、最 

    終グリッドは、最後尾のライダー及び予選後に当該ライダーの後ろとなったライ 

    ダーが空白となった位置を埋めるために前に移動する。ライダーはサイティング 

    ラップにグリッドに着き、ピットレーンからスタートする為にウォームアップ終 

    了時にピットレーンに入る。 

 

1.17 レース 

1.17.1  

レース距離は、カレンダー公表後に常任委員会によって決定される。 

         

 

 MotoGP スプリントは、原則として MotoGP 決勝レースの 50％の距離で行わ 

れる。 

 

レース距離はカレンダー発表後、レースディレクションにより決定される。 

 

1.17.2  

レース中、残り周回数がフィニッシュライン上の視認性の良いカウントダウン

ボードにより示される。 

 

1.17.3  

計時室の電源が一般的な常設電源である場合、いずれも UPS（無停電電源装置） 

        と発電機の両方に常時接続されていなければならない。 

 

1.18 標準スタート手順 

1． 最低1周のサイティングラップを走行したライダーのみが、最終グリッド表 

 に示された自身のグリッド位置からレースをスタートすることができる。い

かなる状況においても、ピットレーンからマシンを押してグリッドへ移動す

ることは認められない。 

 

２． ウォームアップラップスタートの約 15 分前（MotoGP クラスに限り 25

分前、スプリントレース、再スタート時も しくはスケジュールの変更され

たレースを除く）、ピットレーン出口がサイティンラップに向け開放され

る。 
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ピットレーン出口でグリーンライトが点灯される。 

 

ピット出口にて、５、４、3，２、１分前の順にカウントダウンボードが 

提示される。 

 

ライダーは、ピットレーンを通過することにより、サイティングラップを１   

周以上行うことが出来る。その際、ピットレーン上では調整作業、タイ交 

換、（MotoGP に限り車両交換が可能）、ならびに給油を行うことが認めら 

れる。 

 

３．ウォームアップスタートの約 10分前（MotoGP クラスGP レースに限り 

20 分前、スプリント、再スタート時もしくはスケジュールの変更されたレ 

ースを除く）、ピットレーン出口が閉鎖される。 

 

ピットレーン出口ででレッドライトが点灯される。 

 

４．グリッドに並ばないライダーは、ピットレーン出口にいるマーシャルの指示 

の基、ピットレーンからウォームアップ走行をスタートすることがきる。 

  

 ピットレーンからウォームアップ走行をスタートするライダーは、レースを

グリッド最後尾からスタートしなければならない。ただし MotoGP クラス

に限り、ピットレーン出口閉鎖後の天候に伴うタイヤ交換は認められない。 

 

      天候に伴うタイヤ交換をピットレーン出口閉鎖後に行う MotoGP クラスの

ライダーは、ウォームアップ走行のスタートをピットレーンから行わなけれ

ばならず、その後予選で決定されたグリッドポジションに着き、決勝レース

の最初の３周までの間にレースディレクションの指示によりライドスルーペ

ナルティを消化しなければならない。 

 

      従って、ピットレーンに残っているライダーは、タイヤの選択（レインかス

リック）をピットレーン出口が閉鎖されるまでに行わなければならない。タ

イヤのタイプの選択がどの部分になされようと（フロント、リヤまたはその

両方）その変更がピットレーン出口閉鎖後になった場合にはライドスルーペ

ナルティが適用される。 

        

５．サイティングラップ終了後にグリッドに戻ったライダーは、グリッド後方で

止まり、エンジンを停止しなければならない。その後モーターサイクルを

チームメンバーが歩くようなペースでグリッド位置まで押して行く。その

際にライダーは降車しても乗車のまグリッド位置まで移動しても良い。 

 

  グリッド上のライダーは、メカニックとアンブレラを持つ 1 名を含む関係

者が傍についても良い。グリッドに立ち入る者はすべて、グリッドパスを

着用していなければならない。 
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MotoGP クラスのライダーに限り、グリッドに着いた時点でヘルメットを

取らなければならない（再スタート時とウェットレースの場合を除く）。 

 

ライダーが各自のグリッド位置をみつけ易いよう、オフィシャルがコースサ

イドにてグリッドの列番号を示したボードを提示する。 

 

６．レースディレクターはこの時点で、そのレースをウェットかドライのいずれ

かを宣言し、グリッド上およびピットレーン内のライダーに対し、その旨

を示すボードを提示する。ボードが何も提示されない場合、そのレースは

自動的にドライとなる。 

 

  MotoGPクラスにおけるウェットレース宣言は、チームの戦略を支援する為

   にサイティングラップの為にピットレーン出口が解放される前の早い時点 

  で行われる。 

 

７．上記時点でライダーは、コースコンディションに応じたマシンの調整や、タ

   イヤ交換をグリッド上で行うことができる。 

 

グリッド上でのタイヤウォーマーの使用が認められる。 

 

グリッド上でのタイヤウォーマーを使用する為に車両 1 台に付き 1 基のジ

ェネレーターを使用することが出来る。ジェネレーターはコンパクトなポー

タブルタイプでなければならない。 

 

グリッド上でのスターターエンジンの使用もまた認められる。 

 

ジェネレーターおよびスターターエンジンは、マシンの後方に置かれなけ

ればならない。 

 

グリッドクリア時の移動がスムーズに行えるようにジェネレーターや、工具

入れ等のサイズとタイプはテクニカルディレクターの承認を必要とする。 

 

全ての調整作業は、3 分ボードの提示までに完了しなければならない。 

3分前ボードの提示後も調整を続けるライダーは、マシンを押してピットレ

ーンに移動しなければならない。上記のような状況のライダーは、そのマシ

ンと共に１分前ボードの提示までにグリッドを離れ、ピットレーン内に移動

しなければならない。ピットレーン上では、引き続きマシンの調整、また

MotoGP に限り交換を行うことができる。当該ライダーは、ウォームアッ

プ走行をピットレーンから開始しなければならず、また決勝レースのスター

トはグリッド最後尾からとなるが、MotoGP クラスに限り、天候に伴うタイ

ヤ交換を行ってはならない。 
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この時点で天候に伴うタイヤ交換を行う（レインからスリックまたはその反

対。フロントまたはリヤ、またはその両方）MotoGP クラスライダーは、レ

ーススタートの際に同じマシンを使用するが、グリッドを離れる時のタイヤ

を別のものと変更する場合、またはサイティングラップの最終ラップの出口

で使われていたタイヤを使用するがレーススタートの時とは違うマシンを使

用する場合に、当該ライダーはウォームアップ走行をピットレーンからスタ

ートし、予選で決定されたグリッドポジションに着き、決勝レースの最初の

３周までにレースディレクションの指示によりライドスルーペナルティを消

化しなければならない。 

            

８．グリッド上での給油および燃料タンクの交換は禁止される。 

 

９．ウォームアップ走行開始 5分前- 5 分ボードがグリッド上で提示される。 

 

１０．ウォームアップ走行開始3分前 - 3分ボードがグリッド上で提示される。 

     

タイヤウォーマーに接続されたジェネレーターを取り外し、グリッドから

可能な限り迅速に退去しなければならない。 

 

この時点で、Moto２と Moto３クラスのライダーについてはライダーにつ

き 2 名のメカニック、MotoGP クラスのライダーについては 3 名のメカニ

ック、アンブレラを持った関係者、ホストTV局のクルー、および欠くこと

のできない競技役員を除き、全ての人員はグリッドより退去しなければな

らない。 

 

MotoGP クラスのライダーは、ヘルメットを装着しなければならない。 

   

この時点以降、（必要なオフィシャル以外は）誰もグリッドに立ち入ること

は認められない。 

 

１１．ウォームアップラップ開始 1分前 - 1 分ボードがグリッド上で提示さ   

  れる。 

     

  グリッド上のマシンからタイヤウォーマーを迅速に取り外さなければなら

ない。 

 

この時点で、メカニック以外の全てのチーム関係者はグリッドを離れなけ 

ればならない。メカニックは、なるべく迅速にライダーがエンジン始動す 

る事を補助し、グリッドより退出しなければならない。 
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１２．ウォームアップラップ開始 30秒前 - 30秒前ボードがグリッド上で提示

   される。 

 

全てのライダーは各自のグリッドにてエンジンを始動し待機する。 

これ以降、メカニックによる補助は認められない。エンジンを始動できな

いライダーは、グリッドマーシャルの指示に従いマシンをピットレーンに

移動させなくてはならない。その後、ピットレーン内にてエンジン始動を

試みることができ、MotoGP についてはマシンの変更を行うことができる。

上記に該当するライダーは、ピットレーンよりウォームアップ走行を開始

することができ、決勝レースのスタートはグリッド最後尾となる。 

ただしMotoGPクラスに限り、天候に伴うタイヤ交換を行ってはならない。 

 

この時点で天候に伴うタイヤ交換を行う（レインからスリックまたはその反

対。フロントまたはリヤ、またはその両方）MotoGP クラスライダーは、 

レーススタートの際に同じマシンを使用するが、グリッドを離れる時のタイ

ヤを別のタイヤと変更する場合、またはサイティングラップの最終ラップの

出口で使われていたタイヤを使用するがレーススタートの時とは違うマシン

を使用する場合に、当該ライダーはウォームアップ走行をピットレーンから

スタートし、予選で決定されたグリッドポジションに着き、決勝レースの最

初の 5周までにライドスルーペナルティを消化しなければならない。 

 

１３．レース開始約 2 分前- グリーンフラッグの振動提示によりウォームアップ

走行が開始される。 

 

 グリッド上でエンジンが停止したり、その他問題が発生したライダーは、手

を挙げてそれを知らせなければならない。グリッド上で再始動を試みること

は禁止される。オフィシャルの監視の元、または、オフィシャルの補助を受

けるライダーとマシンは、メカニックの補助を受けることが認められるピッ

トレーンに速やかにグリッドから運ばれなければならない。そのようなライ

ダーはウォームアップラップをピットレーンからスタートし、レースのスタ

ートはグリッド最後尾からスタートすることができるが、彼らはピットレー

ン出口が閉鎖される前にピットレーンを離れ、セーフティーカーより早くグ

リッドにつかなければならない。ピットレーン出口閉鎖前に、コースに復帰

できない場合、レースをピットレーンから開始しなければならない。チーム

員は、オフィシャルの指示がない限り、一度クリアとなったグリッドに立ち

入ることができない。 

 

ライダーは速度制限なしで１周走行し、その後方をセーフティカーが追尾す

る。低速のマシンがいる場合セーフティカーはそれを追い越す。  

 

ライダーがピットレーン出口ライトを通過した時点ですぐピットレーン出口

のグリーンライトが点灯され、その時点でピットレーンで待機しているライ

ダーはウォームアップ走行に加わることができる。３０秒後、レッドライト

が点灯され、ピットレーン出口が閉鎖される。 
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グリッドに戻ったライダーは、各車両のフロントホイールを、グリッド位

置の前方境界線上またはその後方、またその左右両側の境界を示す直線の

中間に合わせ、エンジンがかかったまま待機する。 

 

２名以上のライダーがグリッド後方よりスタートする場合、そのスタート

位置は、レースの公式予選結果に準ずる。 

 

グリッド前方に立つオフィシャルは、赤旗を静止提示する。 

 

セーフティーカーより遅れてピットレーン入口付近に到達したライダーは、

ピットレーンに入り、ピットレーン出口からレースのスタートを行わなけれ

ばならない。（その為レースを定められた時間にグリッドからスタートでき

なかったライダーは、ピットレーンからスタートしなければならない） 

 

ウォームアップ走行中にマシンに何らかの問題が発生したライダーは、 

ピットレーンに戻り修理する事が認められる。MotoGP に限りマシン交換を

行うことができる。 

 

MotoGP クラスに限り、もし天候によるタイヤ変更がウォームアップ走行ス

タート合図のグリーンフラッグの後で行う場合についての条件は事項

1.18.12 が適用される。 

 

グリッド上でエンジンが停止してしまったライダー、またその他問題が発

生したライダーは、マシンに乗ったまま手を上げなければならない。その

他の方法によりスタートを遅らせようとする事は認められない。 

グリッド上で再スタートを試みることは許可されない。オフィシャルによ

る指示と補助の下、ライダーとマシンはグリッドを離れ、メカニックの援助

を受けるためにピットレーンに移動しなければならない。MotoGP クラス

に限り車両交換が認められる。 

 

グリッドの各列にライダーが整列終、オフィシャルはパネルを下げること

でグリッド列にライダーが揃ったことを示す。エンジンがストールしたり、

マシントラブルの発生したライダーのいる場合、その列のパネルは下げら

れない。全てのパネルが降ろされ、セーフティーカーが所定位置についた

時点で、グリッド後方のオフィシャルがグリーンフラッグを振動させる。 

 

スターターは、グリッド前方にて赤旗を掲げているオフィシャルに、コー

ス脇に移動するよう指示する。 

  

１４．レッドライトが２～５秒間点灯する。レッドライトの消灯が、レーススタ

    ートの合図となる。 

    

 セーフティーカーは１周目の間、全車を追尾走行する。セーフティーカ

    ーは低速マシンを追い越すことができる。 
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 レッドライト装置の電源が通常の常設電源である場合、スタート時にそ  

 の電源が落ちた場合に備え、カーバッテリーまたはUPS(無停電電源装  

 置)に接続されていなければならない。 

 

ジャンプスタートをしたライダーは、FIMMotoGP スチュワードにより 

ペナルティーが科される。通常のペナルティーは、事項 1.19.1 に明記さ 

れているロングラップペナルティーを 2回とする。ライダーは、ペナルテ 

ィーの通告後 5周以内に 2 回のロングラップペナルティーを終えなけれ 

ばならない。その他ペナルティーが科される場合がある。 

           モーターサイクルは、レッドライト消灯時に静止状態でなければならな

    い。ジャンプスタートとは、レッドライトが消えようとした時点に車両 

       が前進した場合をいう。 

 

 レッドライト点灯中に、小さな動きや連続して止まる動作が見られた場  

 合、その動きがライダーにとって有利となったかどうかの裁定は、任命 

 を受けたオフィシャルが単独で決定する。 

 

 ジャンプスタートでライダーが有利となるように動いたとみなされ、ペ 

 ナルティーを適用するとレースディレクションが決定した場合、そのペ  

 ナルティーの情報を速やかにライダーに伝達しなければならない。 

      

１５．スタート後にマシンが停止したライダーは、オフィシャルがマシンを押す

援助をし、メカニックが作業することが出来るまたは MotoGP の場合は

車両の交換を行うことが出来るピットレーンまで移動させる。 

 

 チーム員は、オフィシャルの指示がない限り、一度クリアとなったグリッ

ドに立ち入ることができない。 

 

１６．ライダーがピットロード出口を通過した後、ピットレーン内にまだ残って

いるライダーがスタートするため、ピットレーン出口のグリーンライト

を点灯する。ピットレーンレースのスタートは、オフィシャルの指示する

静止位置から開始する。遅れてきたライダー（マシンの問題又は修理のた

め）及びピット出口が解放された後に来たライダーは、レースに復帰する

前にピット出口で停止することを要求されない。 

    

   ピットロードの出口とは、ピットロードがサーキットと交差するポイン

トを指す。また時にはレースディレクションがそのポイント決定する場

合がある。（事項 1.21.21 参照） 

 

  1 名以上のライダーがピットレーンからスタートする場合、オフィシャル  

   がそのスタート位置と順番を管理する。 

 

   安全上、10 名以上のライダーがピットレーン出口からスタートする場合、

スタートを遅らせ、新たなスタート進行を行う。（クイックスタート） 
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     ピットレーン出口からスタートするライダーが 11名未満の場合は、下記 

   の“ピットレーンレーススタートプロトコール”に準ずる。： 

  

・ ピットレーンに到着したライダーは、到着順に一列に整列するよう誘

導される。 

 

・ レーススタート後、ピットレーンにいるライダーのためにピットレー

ン出口が解放される。 

 

・ ピットレーンからレースをスタートする場合、電子ラウンチコントロ

ール（自動推進制御）の使用は認められない。 

 

・ ピットレーン上にペイントされたグリッド位置の一つからレースを静

止状態からスタートするライダーには、ピットレーンスピード規制は

適用されない。 

 

・ ピット出口からコースに向かい白い破線で示されているピット出口ロ

ードとレーストラックが交わるポイントまでは追い越し禁止とされる 

 

・ ピット出口がピットレーンと再び交わる白い実線を遵守しなければな

らない。ピット出口ロードとレーストラックが交差するところまで引

かれている白い破線を越えるまでこのラインを越えてはならない。 

      

１７．レースが中断されない限り、更なる車両変更は認められない。ただし例外

    としてレーススタートの際に、スタートラインをまだ超えていないたラ

    イダーは、首位のライダーが１周目のフィニッシュラインを通過するま

    での間車両変更が認められる。この車両が変更されたと定義される基準

    は、その変更した２台目のマシンがピット出口のライトの計測ポイントを

    通過した時点とする。 

    

   それ以降、MotoGP クラスに限り、以下の状況の場合のみ車両変更が許 

される。 

   

   ― レースがウェット宣言された場合（事項 1.20）、 

 

     － 事項 1.22.2 に準拠し、白旗が提示されて車両変更が認められた場    

       合。 

  

    上記いずれの場合も、ピットガレージ内およびピットレーン上では、タ  

    イヤウォーマーの使用、タイヤ交換、およびマシンの調整作業が認めら

    れる。どのマシンにどのタイプのタイヤを装着するかについては規制さ

    れない。 
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      スペアマシンは、レースで使用されたものか否かにかかわらず、ピット

    ガレージ内に待機させておくことができるが、マシン交換はピットレー 

ン上にて行わねばならない。ライダーはピットレーンにマシンと共に出 

て交換作業を行わなければならない。 

 

      レーススタート後にピットレーンで車両変更行う場合、レースディレク 

ションが発行する手順（プロトコール）に従わなければならない。 

       それには以下が含まれる。： 

 

・ スペアマシンは、レース前にオフィシャルから提示された位置に置か 

なければならない。 

 

・ マシンがピットに入り停車する位置は、レース前にオフィシャルから提 

示された位置とする。 

 

・ 別のライダーがスペアマシンの後ろ側（ピットガレージ側）に乗ること 

は禁止される。 

 

・ ライダーを安全にピットから出走させるのはチームの責任とする。ライ 

ダーをチームメンバーの一人を専任として、ピットレーンに入ってくる 

ライダーの流れを確認し、安全確認後にライダーをガレージから出走さ 

せる。ライダーがピットから出る際に、ピットレーンの走行レーンを変  

更するとき、後ろから来る右側の走路を走行しているライダーを優先し 

なければならない。 

 

・ チームは器材、バイク、スタッフが他のチームの走路を妨害しないよう

確認する責任を持つ。 

 

・ 車両変更時には最大 5 名のチームスタッフの援助が認められ、その他チ 

ームメンバーは、ピットボックス内またはシグナリングエリアで待機し 

ていなければならない。 

 

・ 最大 5名のピットレーンスタッフは、テクニカルディレクターによって 

承認されたヘルメット装着が義務とされ、それによって識別される。 

 

・ ライダーのピットボックスの位置はピットレーン内でサインボードで示 

される。チームメンバーがピットレーン内の出入りの動きがある場所で、 

ライダーのピットガレージの場所を示すために立ってはならない。 

 

・ ライダーの車両変更前にスペアマシンのギヤを入れておくことは禁止さ 

れ、ライダーのみがギヤを操作することが出来（チームメンバーはクラ 

ッチレバーを握っていることは認められる）。 
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１８．スタートディレイド 

 スタート時に安全を損なうような問題が生じた場合、スターターはスター

トディレイド進行を以下の手順で実施する。： 

  

 ・ 赤旗がスターター台より振動提示される。レッドライトの点灯は継続。 

 

・ スターター台から Start Delayed ボードが提示され、グリッド各列  

  のマーシャルはシグナリングプラットフォームで黄旗が振動提示される。 

 

      ・ ライダーは各自のグリッド位置にヘルメットを装着したまま待機してい

 なければならない。エンジンは切っても良い。 

 

      ・ スタートディレイドの原因となったマシンは、どのような作業が必要な

場合であっても、ピットレーンに運び入れられる。当該マシンが再スタ

ートできる状態になり、またはスペアマシンで出走することになった場

合（MotoGPクラス）、そのライダーはウォームアップラップをピット

レーンからスタートでき、決勝レースのスタートはグリッド最後尾から

となる。 

 

      ・ Start Delayed ボードが提示された後、ライダー１名につき最大３名

 のメカニック（MotoGP クラス）、Moto2 と Moto3 はライダー１名

 につき最大で２名のメカニックが以下の者を所持し、グリッドに入るこ 

とが許可される。所持が許可されるものはタイヤウォーマー、ジェネ 

レーター、スタンド、スターターエンジン、手持ち可能なツールのみと 

する。 

 

      ・ 必須オフィシャルのみグリッド上にいることが許可される。メディ

 ア、ゲスト、アンブレラを持つ人員、またその他チーム関係者は退去

 しなければならないが、選手権オーガナイザーから許可を受けたカメ 

        ラクルーは例外とする。 

 

・ スタート進行は３分ボードから再開する。このボードの提示は、出来

 るだけ迅速に、スターターから提示の指示が出される。（通常グリッド

 上の全てのライダーに各チームの必要スタッフが着いてすぐに） 

 

・ １分ボード、３０秒ボード提示後にライダーは更にもう一周ウォ 

  ームアップ走行を行う。レース距離は自動的に１周減算されるか、ある 

  いはそれ以上の減算をレースディレクションが認めた場合に行われる。 

 

・ MotoGP クラスで、天候に伴うタイヤ交換のための条件は標準スタート 

  進行（事項 1.18 の条項：４、7、12、13、16）はスタートディレイ   

  ドの手順に適用される。 

 

 グリッド上での行為がスタート遅延の原因となった如何なる者も、更なる  

 罰則が科される場合がある。 
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 １９．グリッド上での降雨 

    サイティングラップのためのピットレーンオープン時に、コースはドライ

    であったが、サイティングラップ中（つまりライダーがコース上、グリッ

    ドにいる状態）または終了した後でコースがウェットになった場合、スタ

    ーターは以下の手順を行う場合がある。 

 

    この手順はウォームアップラップ後またはウェット宣言後のレース（事項

    1.18．6）のスタートには適用されない。ライダーはウォームアップラッ

    プ終了後にピットレーンに自由裁量で入っても構わないし、調整をした

    い場合は、決勝スタートをピットレーンから行っても良い。 

 

       この場合,ピットレーン出口からスタートするライダーの数については事

    項 1.18.16が適用される。 

 

    （注記：天候が非常に悪く、その厳しい天候状況の予測が確実にできない

    状態の場合、レースディレクションは、その状況に照らし合わせた新た

    な進行を別に作成する場合がある。それらの全ての新たな進行内容は計

    時モニターに出され、また IRTAスタッフがチームに知らせる。） 

 

1. Moto2 および Moto3 クラス 

・ Rain on Grid Procedure ボードが出される。これを出すタイミングは、

通常の”５分前“カウントダウンがグリッド上で始まる前後となるが、最

後尾バイクのグリッド到着後となるのが通常である。 

 

・ ホイールの変更と調整はしても良いがグリッド上でのみ可能である。 

 

・ セッティング変更のための追加の作業時間 5 分間が与えられることから、

Rain on Grid Procedure ボードが出されてから約５分後に“５分ボー

ド”が出され、ウォームアップラップスタートの為の 5-3-1-30 秒のカ

ウントダウンが行われる。 

 

・ 通常の規定通りの進行でチームメンバーはグリッドから離れなければな

らない。（事項 1.18.10 参照）、上記１１）、１２）つまり“３分ボー

ド”時点では調整が完了し、“１分前ボード”ではタイヤウォーマーが

外され、30秒ボードではエンジンスタートとなる。 

 

・ グリーンフラッグが出された後、通常のウォームアップラップ及びスタ

ート手順が適用され、ライダーは 1 周のウォームアップラップを行いその

後各自のグリッド位置に着く。 

 

・ ウォームアップラップスタート後に更に調整を望むライダーはピットレ

ーンに入り、調整を行わなければならず、レースのスタートはピットレー

ンから行わなければならない。 

 

      ・ レース距離は本来のレース距離の 2/3 に減算される。 
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2. MotoGP クラス 

      ・ Rain on Grid Procedureボードが出される。このボードを出すタイミ 

ングは、通常の”５分前“カウントダウンがグリッド上で始まる前後と 

なる。しかし通常は最後のバイクがグリッドに到着した後となる。 

   

・ 元のサイティングラップからグリッドに戻れなかったライダーの場合、ま

たは Rain on Grid Procedure ボード後、追加のサイティングラップの

場合、ウォームアップラップをピットレーンから行わなければならず、レ

ースのスタートは、グリッド最後尾となる。事項 1.18.4 

 

・ ピットレーン/ピットボックスでホイールチェンジ、調整を行ったマシン、

また車両変更を行った全てのマシンと装備品をグリッドまで押して行

く。 

     

・ ピットレーン/ピットボックスで燃料補給を行うことが認められる。 

 

・ グリッドが整理された後、クイックスタート手順のためのピットレーンオ

ープンの５分前カウントダウンが開始される。 

 

・ カウントダウン終了後、ピットレーンが６０秒間解放される。クイックス

タート手順がそれに続いて行われる。（下記 1.18.21 を参考） 

 

・ レース距離は 1周減算される。 

 

・ 天候が原因で通常のタイヤ変更を行う条件については、通常のスタート

進行)（事項 1.18.、4、7、12、13、16）がウェットレーススタート手

順に適用される。 

 

1.18.20 ウェットレーススタート（全てがドライセッションの後の場合） 

  

あるクラスがレース前のプラクティスもウォームアップセッションも全てド 

ライ（レースディレクターが宣言して）で行われたが、サイティングラップの 

ためのピットレーンオープン前に決勝スタートがウェットと宣言された場合 

以下のウェットレーススタート手順が適用される。 

 

  ドライまたはウェットセッションと決定する場合、全クラスの Q1 及び Q2 

は、一つのセッションと考えられ、すなわち、クラスとしてウェットセッショ 

ントされるためには、両方ともにウェットでなければならない。MotoGPスプ 

リントもドライセッションかどうか決定するためのセッションとして考慮され 

る。 

 

・ ウェットレーススタート宣言の場合は、ピットレーンがオープンする前

の可能な限り早く宣言され、そのことがチームに伝えられる。 
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・ ピットレーンはタイムスケジュール通りに開放される。 

解放時間は１０分間とする。（通常より５分延長） 

 

    ・ ライダーはピットレーンを通過し、1周以上のサイティングラップをす 

ることが出来る。 

 

           ・ サイティングラップの間、ピットレーンにおいて、どのマシンでも給油す 

る事は可能とし、またマシンの変更（MotoGPクラスのみ）も認められる。 

 

・ ピットレーンが封鎖される前のピットレーン出口では、１０分、5 分、4   

分、3分、2分、1 分のカウントダウンボードが提示される。 

 

・ ピットレーンが封鎖してから５分後（MotoGPの場合 10 分後、スプリン 

トは除く）に、通常のウォームアップラップ及びスタート手順が適用さる。 

ウォームアップのカウントダウンは 5 分、３分、１分、３０秒で行われる。

     

         従って、ウォームアップラップと決勝スタートは、Moto3と Moto2及 

び MotoGP スプリントにおいては５分遅れることとなる。 

 

             MotoGP のウォームアップラップと決勝スタートは時間通りのオンタイ 

ムで行われる。（グリッドにいる時間を短縮する） 

  

・ Moto3 及びMoto2 のレース距離は、オリジナルの距離の 2/3 に短縮さ

れる。 

 

・ MotoGP のレース距離は 1 周減算される。 

 

・ MotoGP クラスにおいて、天候が原因でタイヤ変更を行う条件について

は、通常のスタート手順（事項 1.18.  4、7、12、13、16）がウェッ

トレーススタート手順に適用される。 

 

1.18.21 クイックスタート手順 

  レースが中断し特にオフィシャルの指示の無い場合、ライダーはピットレーン 

に戻らなければならない。再スタートが行われる場合、下記手順が適用される。： 

 

・ ピットレーンに到着したら、マシンの修理または調整を行うことが出来る。

燃料補給は認められ、motoGP の場合のみ車両変更が認められる。 

 

・ ライダー全員がピットレーンに入ったらレースディレクターはピットレ

ーンの再開時間をアナウンスし、それは最低 5 分後とする。ピット出口の

解放までの残り時間がタイムスクリーン及びカウントダウンボードに表

示される。 
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・ 時間経過後、ピットレーン出口が 60秒間のみ解放される。ライダーは未

制限のスピードでコースを 1 周し、スターティンググリッドに着く。その

際、セーフティーカ―が追従する。サイティングラップに遅れたライダー

は、セーフティーカ―に追い越される。セーフティーカ―より遅れてグリ

ッドに到着したライダーは、ピットレーンに入らなければならない。その

ようなライダーは、ウォームアップラップをピットレーンから行い、レー

スのスタートはグリッド後方から行う。 

 

・ ピット出口閉鎖後もピットレーンにいるライダーは、ウォームアップラッ

プをピット出口から行い、レースをグリッド後方から行わなければならな

い。 

 

・ ライダー1名につき 1 名のメカニック（工具を持たずに）が、ライダーに

グリッド位置を教えるために、グリッドに入ることが認められる。再スタ

ートのレースにおいてグリッド位置が変更となる場合、メカニックはタイ

ミングスクリーンでの確認、または改訂グリッドポジション表を所持しグ

リッド入口にいるオフィシャルに新たなグリッド位置を確認しなければ

ならない。 

 

・ ライダーがスターティンググリッドに戻り自分のグリッド位置にエンジ

ン作動状態のまま着く。如何なる調整も行うことが認められない。ピット

出口以降にサイティングラップ中に修理または調整が必要となったライ

ダーは、ピットレーンに戻らなければならない。 

 

・ グリッド後方に最終のバイクまたはセーフティーカ―が戻った時点で、グ

リッド前方で 30秒ボードが提示される。この時点でメカニックは最も最

短ルートでグリッドから退去しなければならない。スターターはグリッド

がクリアで安全だと判断する場合、30 秒を短縮する場合がある。 

 

・ 30 秒経過後またはグリッドがクリアとなった時点で、ウォームアップラ

ップスタートの為のグリーンフラッグが提示される。 

 

・ ライダーは、制限無しのスピードでコースを 1 周し、セーフティーカ―が

追従する。最後尾のライダーがピット出口を通過した後、待機していたラ

イダーの為に、30 秒間ピット出口が解放される。30 秒経過後、レース

のスタートまでピット出口は閉鎖される。ピット出口が解放されている間

に間に合わなかったライダーは、レースをピット出口から行わなければな

らない。ウォームアップラップを速やかに行っていないライダーは、セー

フティーカ―に追い越される。 

 

・ スターティンググリッドに戻った後、通常の方法でスタートシグナルが出

される、通常の手順が適用される。 
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・ ウォームアップラップをピットレーンからスタートしたライダーは、オフ

ィシャルの指示に従い、グリッド後方からレースをスタートしなければな

らない。2名以上のライダーが対象となった場合、正規のグリッドポジシ

ョン順に後方のグリッドに配置される。セーフティーカ―より遅れてピッ

トレーン入口に戻ったライダーは、ピットレーンに入り、レースのスター

トをピットレーン出口から行わなければならない。 

 

・ スタートシグナルが出された後、最後尾のライダーがピット出口ロードの

終点を通過した時点で、事項 1.18.16 にあるとおりピット出口が解放さ

れる。この時点でピットレーンに待機していたライダーがスタートする事

ができる。 

 

・ レース距離は事項 1.26に記載されているとおりとする。MotoGPレース

のみ、レースが 3 周完了前に中断された場合、再スタート時のレース距離

はオリジナルのレース距離から 1 周減算した周回数とする。 

 

・ レースディレクションにより、必要に応じてレース中断ではなくクイック

スタート手順が取られる場合がある。（例：ディレイドスタート手順） 

 

・ MotoGP クラスにおいて、通常のスタート手順（事項 1.18.  4、7、12、

13、16）に記載されている天候に伴うタイヤ変更を行う条件がクイック

スタート手順に適用される。 

 

1.19 特別レースペナルティーの手順 

多くのペナルティーの中、FIMMotoGPスチュワードは以下のペナルティーを科

すことが出来る。 

 

1.19.1 ライドスルー手順 

レース中、ライダーはピットレーンを通過するよう指示される場合がある。 

停止することは認められない。当該ライダーはその後レースに復帰することがで

きる。 

 

ライダーはピットレーン速度制限（事項 1.21.14）を遵守しなくてはならない。 

この速度制限に違反した場合、FIMMotoGP スチュワードによりペナルティー

が科される。（不履行の場合 2 回のロングラップペナルティーとなり、その他ペ

ナルティーが科される場合がある）レース中に違反繰り返したたライダーには、

更なるペナルティーが科される場合がある。 

 

再スタートしたレースについても、上記の規則が適用される。 

 

罰則に従う前にレースが中断され第２レースが実施される場合、当該ライダーは

第２レース開始後にペナルティーを完了しなければならない。 
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ライダーのゼッケン番号を表示（黒文字）したイエローボード（横 100cm×縦

80cm）がスタート/フィニッシュライン上で提示され、さらに計時モニターとダ

ッシュボードに同様の情報が表示される。 

 

ボード提示を３回提示されてもライドスルーを行わないライダーには、黒旗が提

示される。 

    

レース終了までにライドスルーの罰則を執行できなかった場合、当該ライダーに

はライドスルーにかかる時間をレースディレクターが決定し、科されるタイムペ

ナルティーがレース前にチームに通告される。 

 

1.19.2 ロングラップペナルティーの手順 

 レース中、ライダーはロングラップペナルティー手順を取るように指示される場

 合がある。ライダーは、通常アスファルトランオフエリアのどちらかの側に白く 

ペイントされたエリアで、事前に設定されたルートを通過しなければならない。 

 

ペナルティーはダッシュボードシグナル（可能な場合）及びスタート/フィニッ

シュラインまたは事前に設定された場所で提示されるボードによってライダー

に通告される。 

 

ライダーは、ロングラップルートに定義されたライン内を走行しなければならな

い。違反した場合、2回のロングラップペナルティーもしくは FIMMotoGPスチ

ュワードが決定する他のペナルティーが科される。 

 

2 回のロングラップペナルティーが与えられた場合、ペナルティーが通告されて

から 5周以内に 2 回のロングラップペナルティーを完了しなければならない。※ 

 

ライダーが、この 2 回のロングラップペナルティーをボードが 5 回提示されて

も実行しない場合、当該ライダーにはピットレーンライドスルーペナルティー

（または FIMMotoGPスチュワードの定める他のペナルティー）が科される。※ 

 

ロングラップペナルティーを科されたライダーは、ロングラップルートから、そ

の他ライダーの邪魔や危険とならない安全なマナーを持って、トラックからの離

脱と復帰を行わなければならない。違反者には重大なペナルティーが科される。 

 

 ロングラップルート内における追い越しは禁止される。 

 

当該ファイペナルティーエリアでイエローフラッグが提示されている場合、ペナ

ルティーは行使されない。またこのエリアでの実施がイエローフラッグの提示に

より不可能な場合、追加の周回が加算される。 

 

 オーガナイザーが実施できない場合や、レース終了までにロングラップペナルテ

 ィーを実施できないと判断された場合、当該ライダーにはペナルティー同等のタ

 イムペナルティーが FIM MotoGP スチュワードにより科される。 
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ロングラップペナルティー行使前にレースが中断された場合、レースが再スター

トされた場合、当該ライダーは第 2パートでロングラップペナルティーを行うか、

タイムペナルティーと同等のタイム加算等その他ペナルティーが FIMMotoGP

スチュワードにより決定される。※ 

 

ロングラップルート及び同等のタイムペナルティーは、第１回プラクティスセッ

ション前にチームに通告される。 

 

1.20  ウェットおよびドライレース 

全てのレースはウェットまたはドライレースに分類される。グリッド上にて、

レースの状況を示すボードが提示される場合がある。ボードが提示されない場

合は、そのレースが「ドライ」であることを意味する。この分類の目的は、レー

ス中の天候条件の変化による影響を、ライダーに対し示すことにある。 

 

1.20.1 Moto２およびMoto３レース 

1.20.1.1  

ドライレース：ドライと区分されたレースにおいて、天候条件によるコースコ 

 ンディションの変化に伴い、ライダーがタイヤ交換を望む状況であるとレースデ

ィレクターが判断した場合、レースは中断される。 

 

1.20.1.2  

ウェットレース：ウェットレースと区分されるレースは通常、不安定な天候

 か雨天下でスタートする。天候上の理由によりレースが中断されることはなく、

タイヤ交換やマシン調整は、ピット内にてレース進行中に行わねばならない。 

 

1.20.1.3  

第１レースが天候上の理由により中断された場合、その再スタートは自動的にウ

ェットレースとされる。 

 

1.20.2 MotoGP レース 

天候上の理由でレースが中断されることはなく、車両変更（認められる場合）、

タイヤ交換、またはマシン調整を希望するライダーは、レース中はピット内で

作業を行わなければならない。 

 

1.21. プラクティスおよびレース時の行為 

        １．ライダーは全てのフラッグ、ライトシグナル及びレースディレクションから 

のダッシュボードメッセージを含む指示を伝達する各種ボードに従わなけ 

ればならない。本規則に違反した場合、事項 1.22 の規定またはレースディ 

レクションメッセージに関連する事項に従い罰則が科される。 

 

２．コース、ピットレーンのいずれにおいても、ライダーは他の選手や参加者 

に対する危険な行為や自らが不公正なアドバンテージを得ることの無いよ

う責任あるマナーで走行しなければならない。本規則に違反した場合、

FIMMotoGPスチュワードにより罰則が科される場合がある。 
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３．ライダーは、コース上とピットレーンのみ使用する。しかしながら、ライダ 

ーが誤ってコースを外れた後にコースに復帰する場合、オフィシャルの指

示する場所、もしくは自らに有利とならない場所からコースに復帰するこ

とができる。アドバンテージとは、レースディレクションプロトコールに明

記されているトラックリミットを超えたり、ショートカットにより得られる

場合がある。 

 

  プラクティスまたはウォームアップ中、上記に違反した場合、当該周

   のラップタイムは無効とされる。レース中の違反については、FIMMotoGP

   スチュワードパネルの決定するペナルティーが科される。 

 

 レース中に科されたペナルティーは、可能な場合はダッシュボードシグナル

で通告され、当該ボードは、当該ライダーに対しスタート/フィニッシュライ

ン上で最大３周にわたり提示される。３回目の提示を受けた後に従わないラ

イダー（２回のロングラップペナルティーの場合は５回目）には、FIM 

MotoGP スチュワードによりペナルティーが科される。（ペナルティーには

ロングラップ、２回のロングラップ、ライドスルー、ブラックフラッグが含

まれる。） 

  

  必要に応じて、順位変更のペナルティーの代わりにタイムペナルティーが科

される場合がある。また更にペナルティが科される場合がある。 

 

 ４． コース脇での修理、調整作業はいずれも、ライダー自らが単独で行うものと  

   し、マーシャルの許可無しに外部の援助を受けることは一切認められな

   い。マーシャルは、ライダーと共にマシンを起こし、ライダーの作業中に

   マシンを支えることが出来る。ライダーは、マーシャルまたはその他援助に 

   より、マシンを押すことによる再始動またはトラック上のマシンをトラッ 

ク脇またはサービスロード内に移動させることが出来る。マーシャルまたは

ライダー以外は、第 1 防護柵のトラック側に立ち入ることは認められない。 

 

５． リタイヤするライダーは、マーシャルの指示に従い、マシンを安全な場所に

   停めなければならない。 

 

６． マシントラブルにより、プラクティスまたはレースを途中棄権するライダー 

は、ピットまでコースを低速走行で戻ることはせず、コースを外れ、マーシ

ャルの指示に従い安全な場所にマシンを停めなければならない。 

 

 ７．修理のため、低速でピットに戻ろうとするライダーは、レーシングラインを

     可能な限り外して走行しなければならない。 
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８． レース中、ライダーがピットに入ることは認められるが、車両をピットボッ

   クス内に運び入れることは許可されない。 

 

MotoGP クラスにおいてマシン交換を行う場合（事項 1.18.17）、レース 

走行していたマシンをピットボックス内に運び入れ、そのマシンをレース中 

に再使用することが認められる。 

 

レース中のピットレーンにおける燃料補給および燃料の抜き取り（レースス 

タート後）は厳禁とする。本規則に違反した場合、失格のペナルティーとな 

る。 

 

  ９．ピット内でエンジンを停止したライダーは、メカニックによる再スタートの 

補助が認められる。 

 

１０．ライダーは、他者をマシンに乗せて走行したり、他のライダーのマシンに同 

乗してはならない。(例外：チェッカーフラッグまたは赤旗提示後の他のラ 

イダーまたは他のライダーによることを除く) 

 

１１．オフィシャルに指示される場合を除き、ライダーは、トラック上またはピッ 

トレーンを含むサーキットの逆方向にマシンを押したり、走行させてはな 

らない。 

 

１２．計時用トランスポンダー、ラップトリガー、GPS（事項 2.4.3.5.1に定める

    通り）、ピットボードによる伝達文字、およびライダーやチームの身体の動

       作による合図を除き、動いているマシンと、そのライダーのチーム、マシン

     のチーム関係者、エントラント、またはライダーに関係している人員の間で

    は、一切の信号が交わされることは認められない。車載 TV カメラ用シグナ

     ルは、それが選手権オーガナイザーの意向にもとづき管理されている場合に

    限り、認められる。 

 

１３．選手権オーガナイザーの要請のある場合、全車車載カメラ及びその他メッ

セージ及びメディア装備を搭載しなければならない。これにはDORNAオン

ボードモジュール及び X2 レースリンクプロトランスポンダーが含まれる。 

 

  カメラとその付属機器は、全てのプラクティスおよび決勝を通じ装着されて

いなければならない。（技術仕様については、事項２x4.2.11 参照） 

 

１４．競技会期間中、ピットレーン内の制限速度は常時６０km／hとする。ライ

ダーは、６０ｋｍ／ｈの表示が設置されている地点から、６０km/h の表示

に斜線の引かれたサインの設置地点までの間、制限速度を遵守しなければ

ならない。 
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プラクティス走行中に制限速度を超過したと認められたライダーには、初

めての違反の場合通常の罰金が科される。同大会に違反が繰り返された場

合、それぞれの違反毎に罰金額が上昇する、３回の違反を犯したライダーに

は、FIMMotoGP スチュワードにより更なるペナルティーが科される。特に

高速の場合やシーズン中の複数回にわたる違反の場合、FIMMotoGP スチュ

ワードの判定は、更に高額な罰金や追加のペナルティーを科せられる場合が

ある。 

         

レース中にピットレーン制限速度を超過したライダーには、通常、ロングラ

ップペナルティーが科される。FIMMotoGP スチュワードは、更なるまたは

別のペナルティー（例：特に高速で危険を伴う場合）を科す。 

 

ピットレーン内の速度違反は、担当オフィシャルによりレースディレクシ

ョンに報告された後、違反を犯したライダーのピットに通知される。 

         

１５．プラクティスおよびレース中のコース上での停止は禁止される。 

         

１６．プラクティスセッションおよびウォームアップ中、スタート練習を行うこ

とが認められる。 

 

a) 安全な場合に限り、コース合流地点の前のピットレーン出口エリ

ア。 

 

b) プラクティスセッションとウォームアップ走行の終了時に受ける

チェッカーフラッグを通過した後に、安全な状況下であればスタ

ート練習を行うことができるが、その場合にはレーシングライン

を外し、指定されたスタート練習区域でのみ行うことができる。

その際に従うべき手順は一回目のプラクティスセッション前にチ

ームに伝えられる。 

 

この規則に違反した場合は即座に罰金が科され、更なるペナルティーの

対象となる場合がある。 

 

１７．ライダーが、チェッカーフラッグの後、国旗を持ちパレードラップを行な   

   ったり、あるいはコースで祝い事を行いたいという希望のある場合、コー 

ス上の安全な場所で国旗を受け取り、（または）祝い事を行った上で、安 

全を確認の上、コースに復帰することができる。 

 

       いかなる場合においてもチェッカーフラッグ直後にスタート/フィニッシ 

ュストレートで停止することは禁止とする。 

           

１８．サーキット内のピットレーン、サービスロードまたはトラック上以外を競

技用マシンが走行することは認められない。 
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１９．チェッカーフラッグの提示後、コースを走行しているライダーは、ピット

レーン/パルクフェルメにて停止するまで、ヘルメットを着用していなけ

ればならない。 

 

２０．事項 2.X.3.3（MotoGP および Moto3 のエンジン耐久性）の違反に対す

る罰則は、以下のとおりとする。 

 

   MotoGP クラス 

 ― スプリント前の違反 

  ライダーは、ピットレーン出口のグリーンライトが点灯してからピット 

レーンからスプリントを開始し、当該ライダーは、ピットレーン出口の 

グリーンライトの点灯後 5 秒後にグランプリレースをスタートしなけ 

ればならない。 

 

 ― グランプリレース前の違反 

 ライダーはピットレーン出口のグリーンライトの点灯後 5 秒後にグラ 

ンプリレースをスタートしなければならず、次戦のスプリントレースを 

ピットレーン出口のグリーンライト点灯後にピットレーンからスター 

トしなければならない。 

 

    ― シーズン最終のスプリントのスタート後からシーズン最終のグランプ 

リレースまでの違反の場合 

  当該最終グランプリレースにおいてライドスルーとする。 

 

   Moto3クラス 

- レース開始前の違反：ピットレーン出口のグリーンライト点灯より 

５秒経過後にピットレーンよりスタートする。 

 

 -  決勝中の違反：ライドスルー  

 

 全クラス 

 上記に該当する各エンジンはペナルティーの対象とされる。1 大会において

１基を超える追加エンジンのある場合、残されたペナルティーは次大会に持

ちこされる場合がある。 

 

２１．ピットレーン出口 

   ピットレーン出口ロードは、その位置がレースディレクションによって決

定され、ラインをペイントすることによって示される。白の破線で示され

るのはピットレーンロードの終了地点であり、ここからコースが始まるこ

とを示し、レースを始めたとみなされる。ライダーは全てのコースで行われ

るセッション（プラクティスと決勝）の間、白の破線を通り越すまで、ペイ

ントラインで示されているピット出口ロードの内側にいなければならな

い。 
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   これに違反した場合は、即座に FIM MotoGP スチュワードからペナルテ

ィーが科せられ、更なるペナルティーが科せられる場合がある。 

  

1.22 フラッグとライト 

    マーシャルやオフィシャルは、ライダーに対し情報や指示を伝達するためにフラ

ッグの提示やランプの点灯を行う。 

 

 全てのフラッグは振動提示される。 

 

追加またはフラッグに代わりライトパネルが使用される場合があり、技術的制約

からフラッグと比較して種類は限られる。フラッグ及びライトは双方ともに公式

シグナルとする。 

 

 2022 年より振動提示のフラッグと共に使用されるライトパネルの使用は全サ 

ーキットにおいて義務とされる。 

 

1.22.1 情報伝達のためのフラッグとライト 

グリーンフラッグ：   

コースクリア 

   

  このフラッグは、各プラクティスセッションの 1 周目とウォームアッ

プ並びにサイティングラップとウォームアップラップ中、全フラッグポ

ストにて振動提示されなければならない。 

 

  この旗は、フラッグマーシャルポストで一本または複数のフラッグ提 

示を必要とする事故直後に位置するフラッグマーシャルポストにて、 

振動提示されなければならない。 

 

  この旗はピット出口で、公式シグナルのグリ ーンライトと共に振動提 

示され、追加のシグナルとしてピットレーン出口が解放されたことを示 

すことがある。 

 

レッドストライプ付きイエローフラッグ：  

提示区間の路面グリップは、降雨以外の何らかの原因により変化してい 

る可能性がある。（オイル、グラベル、草類またはその他石くず等） 

 この旗は、フラッグマーシャルポストにおいて振動提示される。 

 

 レッドクロス付きホワイトフラッグ：(十字のストローク幅 10～１３cm)： 

提示区間において微量の雨が降っている。（路面に影響する降雨を含む） 

 

  この旗は、フラッグマーシャルポストにおいて振動提示される。 
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ブルーフラッグ：    

後方より追い越されようとしているライダーに対し、フラッグマーシ 

ャルポストにて振動提示される。 

 

プラクティスセッション中にブルーフラッグの提示を受けたライダー 

は、走行ラインを維持し徐々に減速し、後方のライダーを先行させな

くてはならない。 

 

レース中に周回遅れになろうとしているライダーがいる。当該ライダー

は、可能な限り速やかに追い越しをしようとしているライダーを先行さ

せなければならない。また、周回遅れのグループの中でのライダー間の

追い越しは、ブルーフラッグが提示されている間は禁止とする。 

 

ピットレーン出口以降のマーシャルポストで振動提示され、ピットレー

ンからコ ースに復帰するライダーのあることを示す。ピットレーンから

コースに復帰する ライダーは、コース上のライダーの走行の走行を妨げ

ることなく安全を確認して から復帰しなければならない。 

     

白／黒のチェッカーフラッグ  

この旗は、レースまたはプラクティスセッションの終了合図としてフ 

ィニッシュライン上にて振動提示される。プラクティスセッションの 

終了は、事項 1.15.2にある通り公式計時によって決定され、レースの 

終了は事項 1.24.1 の通り決定される。 

 

 白／黒のチェッカーフラッグ及びブルーフラッグ 

レース最終ラップにおいて、フィニッシュライン手前で首位のライダ

ーの僅か前方を走行しているライダーに対し、フィニッシュライン上

でブルーフラッグがチェッカーフラッグが共に振動提示される。 

（事項 1.24.1 参照） 

 

グリーンライト：    

各プラクティスセッション、ウォームアップ、およびサイティングラ 

ップのスタート時に、ピットレーン出口において点灯される。 

 

 ブルーの点滅灯：    

プラクティスおよびレースの進行中、ピットレーン出口にて常に点灯 

している。 
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1.22.2 情報及び指示を伝達する合図旗 

イエローフラッグ：   

スターティンググリッドの各列において振動提示される場合は、レー

スのスタートディレイドを意味する。スターティンググリッドの一列

（またはそれ以上の列）で振動提示される場合は、当該列のライダーに

問題があることを意味する。 

 

フラッグマーシャルポストにおいて 1 本のイエローフラッグが振動提

示される場合、前方に危険があることを意味する。 

 

2本のイエローフラッグがフラッグマーシャルポストにおいて振動提示

される場合、障害があるためにコースの一部または完全にブロックさ

れていることを示す。 

 

1 本または 2本のイエローフラッグの振動提示は、危険度を表すもので

はなく、単に事故発生場所を示す。 

 

 ライダーは減速し、停止準備しなくてはならない。グリーンフラッグ 

が振動提示されている地点まで追い越しは禁止される。 

プラクティス中に本規則に違反した場合、違反時の当該周回のラップ 

タイムが抹消される。 

 

  レース中に本規則に違反した場合、ペナルティーの対象となる。 

  

  追い越した直後にライダーが規則違反を認識した場合、追い越したライ 

ダーを先行させなければならない。この場合、ペナルティーは科されな

い。 

 

  レース中に科されたペナルティーは、可能な場合はダッシュボードシ 

グナルで通告され、当該ボードは、当該ライダーに対しフィニッシュラ

イン上で最大３周にわたり提示される。３回目の提示を受けた後に従

わないライダー（２回のロングラップペナルティーの場合は５回目）に

は、FIMMotoGPスチュワードによりペナルティーが科される。（ペナ

ルティーにはロングラップ、２回のロングラップ、ライドスルー、ブラ

ックフラッグが含まれる。） 

 

  必要に応じてペナルティーに代わりタイムペナルティーが科される場 

合がある。また、更なるペナルティーが科される場合がある。 

 

最終のインスぺクションラップの際、プラクティス、ウォ－ムアップ

 およびレース時のフラッグマーシャルの配置場所でフラッグを振動提 

示しなければならない。 
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ホワイトフラッグ： 

 決勝中にマーシャルポストで振動提示されるこのフラッグは、ライダ 

ーに車両 変更を認めることを示す。 レースディレクションのみが決定 

することが出来る。 

  

 レッドフラッグおよびレッドライト： 

レースまたはプラクティスが中断される場合、各フラッグマーシャル

 ポストにてレッドフラッグが振動提示され、コース全周のレッドライ 

トが点灯される。ライダーは減速してピットに戻らなければならない。 

 

  ピットレーン出口が閉鎖されている間、ライトが点灯し、レッドフラッ 

グが公式レッドライトと共に提示される場合がある。ライダーはピット

レーンから出ることは認められない。 

サイティングラップ終了時点で、スターティンググリッド後方でレッド

フラッグが静止提示される。 

     

  レッドフラッグは、ウォームアップラップの終了時に、スターティン 

  ググリッド前方で静止提示される。 

 

  レッドフラッグは、コース閉鎖を合図する際にも使用される。 

  レッドライトは、各レースのスタート合図として、スタートライン上

  で 2 秒～5 秒間点灯される。 

 

ブラックフラッグ： 

  ブラックフラッグ（黒旗）は、特定のライダ ー１名に対し指示を与え 

るために使用される。当該ライダーは提示された周回の終了時点でピ 

ットに戻らなければならず、再スタートは認められない。 

  

 このフラッグは、ペナルティー以外の理由でライダーに対して提

 示することができる。（例：危険の伴わないトランスポンダーの問題又 

はウォームアップラップ中のライダーがセーフティーカーより遅れて

ピットレーン入り口に来た場合、ピットレーンに入らなければならない。 

 

 オレンジディスク（直径 40cm）付きブラックフラッグ： 

 このフラッグは、特定のライダー１名に対し指示を与えるために使用 

されるもので、各フラッグマーシャルポストにて、ライダーのゼッケ

ン番号と併せて振動提示されるこのフラッグは、当該ライダーの車両

にマシントラブルが発生しており、自身または他のライダーに危険を

及ぼす可能性があることを示す当該ライダーは、直ちにコース から退

去しなければならない。当該ライダーは、オフィシャルの指示の無い限

りトラックに戻ることは認められない。 
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1.22.3 フラッグの寸法 

        フラッグの寸法は、縦 80cm、横 100cm とする。 

 

フラッグの寸法は、第 1回プラクティスセッションの前日に確認される。 

 

1.22.4 フラッグの色 

使用色のパントン番号は、以下の通り。 

オレンジ： Pantone 151C 

黒：  Pantone Black C 

青：  Pnatone 298C 

赤：  Pantone 186C 

黄：  Pantone Yellow C 

緑：  Pantone 348 C 

フラッグの色は、第 1 回プラクティスセッションの前日に確認される。 

1.22.5 ライダーのナンバーボード 

ライダーのナンバーを、白色で１文字あたり最低ストローク幅４cm、縦 30cm

で取り付けて表示できるブラックボード（縦 50cm×横 70cm）を、各フラッ

グマーシャルポストに用意しなければならない。 

 

1.22.6 フラッグマーシャルポスト 

配置箇所は、サーキット査察時に最終決定される。 

 

1.22.7 マーシャルのユニフォーム 

マーシャルのユニフォームは白またはオレンジ（Pantone １５１Ｃ）、レイン

コートは透明とすることを強く奨励する。 

 

1.23 メディカルカー 

メディカルカーは、黄色の回転灯を備え、リアと車体の左右両側に MEDICAL

と明確に表示されていなくてはならない。 

 

1.24. レースの終了およびレースリザルト 

1.24.1  

トップのライダーが所定のレース周回数を終了した時点で、第１プロテクショ 

ンライン後方のフィニッシュラインに立つオフィシャルにより、チェッカーフラ

 ッグが提示される。チェッカーフラッグはその後、後続のライダーに順次、提

 示される。 

 

チェッカーフラッグが誤って提示されてしまった場合、以下の手順が適用される。 

 

チェッカーフラッグの提示が早かった場合（予定されていた周回数の消化前）、 

順位は、フィニッシュライン通過し、チェッカーフラッグを受けた順とし、ラッ 

プ/タイム手順に従って決定される。 
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・ レース基準距離を満たす前にチェッカーフラッグが提示された場合、

（Moto2/Moto3 クラスでは 2/3、MotoGPでは 3/4 消化時点）レ宇 s

－は事項 1.26に従い再スタートとなる。 

 

・ チェッカーフラッグがレース基準距離を満たした後（Moto2/Moto3 ク

ラスでは 2/3、MotoGPでは 3/4 消化時点）に提示された場合、レース

は完了したものとされる。 

 

チェッカーフラッグの提示が遅れた場合（トップのライダーが規定周回数を完了 

後）、そのレースは、トップのライダーが規定された周回数を完了した時点で終 

了したものとされる。 

         

トップのライダーがチェッカーを受けた後は、他のライダーがピットレーンよ

 りコースインすることはできない。 

 

チェッカーフラッグが提示されると即時に、ピットレーン出口のレッドライト

が点灯する。 

 

最終ラップ中に、フィニッシュライン手前でトップライダーの僅か前方を走行

しているライダーがいる（複数の場合を含む）場合、そのライダーとトップライ

ダーに対し、マーシャルがチェッカーフラッグとブルーフラッグを同時に提示

する。これは、トップライダーにはレースの終了を合図し、その前方のライダ

ーにはチェッカーまで残り 1 周を走行するよう合図するものである。 

 

1.24.2  

ライダーがレースの完走者としてカウントされ、リザルトに含まれるために

 は、ライダーは以下の状況下にいなければならない。 

 

a レース距離の 75％を完了していなければならない。 

 

b レース優勝者がフィニッシュしてから 5 分以内に、ピットレーンではなくコ

ース上のフィニッシュラインを通過しなければならない。ライダーがマシン

と一体でない場合、そのフィニッシュタイムは、ライダーまたはマシンのどち

らかの先端がフィニッシュラインを通過したした時点で計測される。 

 

1.24.3  

リザルトは、ライダーがフィニッシュラインを通過した順番と、完走した周回

数にもとづく。 

 

1.24.4   

2名またはそれ以上のライダーについて、写真判定により順位を確定させる場合、

その判定は、フロントホイールの先端がフィニッシュラインの平面を先に通過

した順にもとづく。 
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 ライダーがマシンと一体でない場合、そのフィニッシュタイムは、ライダーまた

はマシンのどちらかの先端がフィニッシュラインを通過したた時点で計測され

る。 

  

 同着と判断される場合、当該ライダーがレース中に記録した最高ラップタイム

が考慮され順位が与えられる。 

 

1.24.5  

レース上位 3 名のライダーは、マーシャルの誘導に従い、表彰式のためにでき 

る限り迅速に表彰台に向かう。上位 3 名のライダーの表彰式参加は義務とする。 

 

1.24.6 

 ピットレーンの上に表彰台が設定されている場合、レースディレクションは、表 

彰式中のピットレーン解放を避けるべく最善を尽くさなければならない。 

 

1.25. レースの中断 

 中断またはレースの再スタートのある場合、トップのライダーが完了した周回数

及び断片的周回数（2/3、3/4、50％）は、最も近い正数の周回数に切り捨てと

なる。 

 

1.25.1  

レースディレクターにより、ウォームアップラップがスタートした以降のいか

なる時点においてもレースの中断が決定された場合、レッドフラッグがフィニ

 ッシュライン上と全てのマーシャルポストで掲示され、サーキット全

周のレッ ドライトが点灯する。ライダーは直ちに減速し、ピットレーンに戻ら

なければ ならない。 

 

競技結果は、トップのライダーがレッドフラッグ提示前に完全に周回を終えた時

点の結果とし、順位は以下のとおりに決定される。 

 

a) レッドフラッグ提示前に、トップのライダーと同じ周回のフィニッシュライ

ンを通過した全ライダーは、当該周終了時点の部分的順位が確立される。 

 

b) レッドフラッグ提示前のトップライダーと同じ周回のフィニッシュライン

を通過していないライダーは、前周のフィニッシュライン通過順に部分的順

位が確立される。 

 

c) 完全な順位は、両方の部分的順位を総合し、ラップ/タイム手順に従って決

定される。 

 

d) ピットレーンに戻り、その時点でレッドフラッグにより閉鎖されてしまった

ライダーは、完了した周回数及びピットレーン上の仮想フィニッシュライン

通過タイムにより以下のとおり決定される。 
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ライダーがピットレーン内の仮想フィニッシュラインを通過したタイムが

当該ライダーのフィニッシュタイムとなる。 

 

ライダーがピットレーン内の仮想フィニッシュラインを通過していない場

合、当該ライダーが最後にフィニッシュラインを通過したタイムが適用され

る。 

 

（これらの場合、1.24.2.b にあるライダーはフィニッシュラインを通過し 

なければならないという事は適用されない） 

 

レッドフラッグの提示時に、レースに積極的に参加していないライダーには、

順位は与えられない。 

 

   レッドフラッグ提示後 5 分以内に、マシンに乗った状態で指定されたピット 

レーン入口のタイミング（計測）ポイントを通過していないライダーには、順 

位は与えられない。 

 

    特別な場合（例：中断されたレースが事項 1.25４に規定するとおりに完結し 

たとみなされたレース後の場合）は免除される場合がある。 

 

1.25.2  

算定されたリザルトが、トップライダー及びトップライダーと同一周回を走行し

ていたその他のライダーの周回数が３周に満たない場合、当該レースは無効とさ

れ、完全に新たなレースが行なわれる。 

 

再スタートが不可能と判断された場合、レースは中止を宣言され、選手権の成

績には考慮されない。 

 

1.25.3  

トップライダー以下、同一周回を走行していたその他のライダーの走行した周回

数が 3 周以上、かつ本来のレース距離の２／３未満(端数を切り捨てて完走した

周回数のカウント)- Moto2 と Moto3 の場合、または 3/4 未満- MotoGP クラ

スの場合、レースは事項 1.26 に従い再スタートされる。 

 

再スタートが不可能と判断された場合、リザルトは有効とされ、以下のとおりポ

イントが与えられる。 

 

・ オリジナルのレース距離の 50％未満を完了した場合＝ハーフポイント 

・ オリジナルのレース距離の 50％以上を完了した場合＝フルポイント 

 

 

 

 

 

 



 64 

1.25.4  

算定されたリザルトが、トップライダー以下、同一周回を走行していたその他全

ライダーが、本来のレース距離の２／３（Moto2 および Moto3 の場合）、また

は 3/4-（MotoGP クラスの場合）を消化している場合、（双方のケースとも端

数を切り捨て完走した周回数のカウント）、レースは成立したとみなされ選手権

ポイントが与えられる。 

 

1.25.5  

本規則における積極的及び活動的なレースとする定義は、トラックに復帰するた 

めの条件を備えたマシンで※最終のインスぺクションラップの際、プラクティ 

ス、ウォ－ムアップおよびレース時の正確なフラッグマーシャルの配置場所に 

おいて、イエローフラッグを振動提示しなければならない。トラック上でライ 

ディングするライダー、またはマシンを再スタート/修理するライダー、または 

トラックに復帰、またはピットレーンに戻るライダーとする。FIMMotoGP ス 

チュワードがマシンのコンディションを含み※ライダーの積極的なレース参加 

の判断をするものとし、FIMMotoGP スチュワードの判断への抗議は一切認め 

られない。 

 

1.26. 中断後のレース再開 

レースが再スタートされる場合、原則として、プロトコール事項 1.26 に準拠し

て行われる。しかし、天候その他の条件により、レースディレクションは必要に

応じてレースプログラム内の再レースに関して、いつ行うか、状況によって中断

された複数の再レースを行うか最終判断を下す。 

 

全ての再レースにおいて結果を宣言するためのレース距離（Moto2/Moto3 の場

合は総距離の 2/3、ＭｏｔｏＧＰの場合は 3/4）は、レース１のレース距離で

はなく、レース中断時点の周回数を基準とする。 

 

1.26.1  

レースが再スタートされる場合、コースコンディションが許す限り、素早く行 

なわれなくてはならない。全ライダーがピットに戻り次第、レースディレクタ 

ーは新たなスタート進行の開始時刻を発表する。この時刻は、状況が許す限り 

最初のレッドフラッグ提示より１０分以内に設定される。 

 

1.26.2  

第 2 レースが開始される前に、第 1 レースのリザルトがチームに配布されなけ

ればならない。 

 

1.26.3  

スタート手順は、レースディレクションによる指示が無い限り、全クラスともに

クイック再スタート手順(事項 1.18.21)が適用される。 
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1.26.4  

再スタートするレースの条件は、以下のとおりとする。 

i)  上記事項 1.25.2に記載された状況の場合（3周を完了していない場合）： 

  a  オリジナルのスタート時のサイティングラップまたはウォームアップラッ

   プを完了していないライダーを含み、全ライダーが再スタートできる。 

   

 b  マシンは修理または変更することができる。給油が認められる。 

   

 c  Moto２および Moto３クラス 

レースの周回数は、本来のレース距離の 2/3（端数を切り捨て整数にした

周回数）とする。 

 

   MotoGP 

周回数は本来のレース周回数より１周減算される。 

 

d  グリッド位置は、本来のレースのスターティンググリッドに準ずる。 

 

      ii) 上記事項 1.25.3に当てはまる場合、3周以上 2/3 以下が完了した場合 

（Moto2,Moto3）または ３周以上、3/4 が完了した場合（MotoGPクラス）の 

ケースにおいては： 

         

a  第 1 レースで事項 1.25 のとおり完走者として順位を得たライダーのみ再ス

   タートできる。 

 

b マシンは修理または変更することができる。給油が認められる。 

 

c Moto２および Moto３ クラス  

   第 2レースの周回数は、最低でも 5周で、端数を切り捨て整数にした周回数 

   のカウントで計算し、本来のレース距離の 2/3を満たす距離とする。 

 

  MotoGP 

第 2 レースの周回数は、本来のレース距離を満たすために必要な周回数で、

最低でも５周とする。 

   

  d  グリッド位置は、第 1 レースの順位に基づき決定される。 

     

  最初のレースで完全に 1 周少なく分類されたライダー（トップのライダーに 

ラップされたライダー）は、再レースのスタートはピットレーンからしなけ 

ればならない。 

 

    最初のレースで完全に 2 周以上少なく分類されたライダーは（トップのライ

ダーに 2 回以上ラップされたライダー）、再スタートすることが認められない。 
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   e  レースの最終リザルトは、順位、および各ライダーが最終レース終了時にフ 

      ィニッシュラインを通過した周回数を合算したもの双方に基づき決定され  

      る。事項 1.24.2が適用される。（1.24.2.b におけるピットレーン内の仮想フ

ィニッシュラインを通過したライダーを除く） 

 

1.26.5   

事項 1.25.3（3 周以上完了後のレース中断）の場合、最初のレースでのライダ

ーへのスタート位置ペナルティー（例：グリッドポジションの降格またはピット

レーンからのスタート）は、オリジナルレースで完了したとみなされ、再スター

ト時には適用されない。 

 

レース前に発生し、最初のレースで完了したペナルティー（例：ロングラップペ

ナルティー、ライドスルー）は、最初のレースで完了したとみなされ、再スター

ト時には適用されない。初めのレース時にペナルティーが完了していない場合、

再スタートのレース時に適用される。 

 

 事項 1.25.2における（3周が完了していない時点でのレース中断）においては、

新たなスタートは、完全に新たなレースのものとなるため、既存のポジションペ

ナルティーが適用される。 

 

最初のレース時に犯した違反（例：ジャンプスタート、トラック境界違反）があ

り、3 周未満で中断された場合、通常、再スタートレース時に適用されない。し

かし、FIM MotoGP スチュワードが特に重大な違反（危険または無責任なライ

ディング）と認めた場合、必要に応じて再スタートレースで適用される。 

 

1.26.6   

再スタートしたレースが中断され、レースディレクションが次の再スタートが 

可能と判断した場合、次の再スタートの判断の条件は事項 1.26.4に準ずるも 

のとする。その際のレース距離およびリザルトの決定方法は以下の通り。 

 

   全ての場合において、最終レースの順位は、最終レースの結果となり、その結 

果のみに選手権ポイントが与えられる。最終結果が有効となるためには、レー 

スは最低 3周を完了していなければならない。 

 

全ての場合において、レースリーダーの完了したラップ数及び部分的ラップ 

（2/3, 3/4, 50%）はそれに近い正数に切り捨てられる。 

 

再スタートレースには、フルポイント、ハーフポイントまたはポイント付与の 

無い場合があり、それは各レースにおけるレースリーダーによって完了された 

周回数の全てのレースの総合となる。（オリジナルのレース及び全ての再スター 

ト）但し、3 周未満の場合を除く。 
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選手権ぽピントは以下のとおりに与えられる。 

・ 3 周未満の完了＝ノーポイント 

・ 3 周またはそれ以上でオリジナルのレース距離の 50％に満たない場合＝

ハーフポイント 

・ オリジナルのレース距離の 50％以上を完了している場合＝フルポイント 

 

A. Moto２および Moto３ 

１．レース１が 3 周未満で中断した場合：レース２のスタートは以下のとおり。 

  レース２の距離：レース１の距離の 2/3 

  グリッドはオリジナルの位置 

   全ライダーが再スタートすることが出来る。 

   車両は、修理、交換、給油が可能。 

 

   レース２が中断された場合 

a) レース２の距離の 2/3 を完了＝結果が公式となりフルポイントが与え

られる。 

b) レース２の距離の 2/3 以下の場合＝結果は公式となり、以下の選手権ポ

イントが与えられる。 

 レース２で 3 周未満でレースキャンセル＝ノーポイント 

 3 周以上完了したがオリジナルのレース距離の 50％に達していな

い場合＝ハーフポイント 

 オリジナルのレース距離の 50％以上を完了＝フルポイント 

 

２．レース１が 3周以上完了したがレース１の距離の 2/3 を完了していない場合 

  レース２は、 

   レース２の距離：レース１の距離の 2/3 を完了する周回数 

  グリッドは、レース１の結果順 

  レース１における完走者のみ参加することが出来る。 

  車両は修理、交換、給油が認められる。 

 

  レース２が中断された場合 

a) レース２の距離の 2/3 を完了＝結果が公式となりフルポイントが与え

られる。 

b) 最低 3 周を完了し、レース２の距離の 2/3 以下の場合＝結果は公式と

なり、以下の選手権ポイントが与えられる。レース１とレース２の周回

数が加算される。 

 オリジナルのレース距離の 50％に達していない場合＝ハーフポイ

ント 

 オリジナルのレース距離の 50％以上を完了＝フルポイント 

c) 3 周以下の場合＝レース２は無効とされ、レース１の結果に基づき下記

ポイントが与えられる。 

 オリジナルのレース距離の 50％に達していない場合＝ハーフポイ

ント 

 オリジナルのレース距離の 50％以上を完了＝フルポイント 
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３．原則として、第 3 レースのスタートに関する規定は存在しない。しかし、レ 

ースディレクションは、トラックコンディションとイベントスケジュールを考 

慮し、以前のレースで結果が得られなかった場合や、不可抗力な例外的状況下 

における優先権を保持している。 

 
レース１ レース２ 結果 ポイント（オリジナルのレース距離の％）

レース距離＝オリジナルのレース距離の2/3

オリジナルのグリッド、全員参加可能

レース２オリジナルの50％未満＝ハーフポイント

レース２オリジナルの50％以上＝フルポイント

3周未満の場合 レースキャンセル ノーポイント

最低3周以上、レース２の2/3 レース２結果公式
レース２がレース１の50％未満＝ハーフポイント

レース２がレース１の50％以上＝フルポイント

最低レース２の距離の2/3 結果公式 フルポイント

レースキャンセル ノーポイント

レース２距離＝レース１の距離の2/3を完了する

グリッド＝レース１結果、レース１完走者のみ

3周未満の場合 レース１の結果
レース１がレース１の50％未満＝ハーフポイント

レース１がレース１の50％以上＝フルポイント

最低3周以上、レース２の2/3 レース２の結果
レース１＋レース２＝レース１の距離の50％未満＝ハーフポイント

レース１＋レース２＝レース１の距離の50％以上＝フルポイント

最低レース２の距離の2/3 結果公式 フルポイント

レース１の結果
レース１がレース１の50％未満＝ハーフポイント

レース１がレース１の50％以上＝フルポイント

結果公式 フルポイントレース１の距離の2/3以上

3周以下の場合

レース１の再スタートが不可能な場合

総レースの距離が最低3周だがレース１の距離の50％未満＝ハーフポイント

総レースの距離が最低3周以上でレース１の距離の50％以上＝フルポイント

3周以上2/3以下

レース１の再スタートが不可能な場合

 

 

B. MotoGP 

１．レース１が 3 周未満で中断した場合：レース２のスタートは以下のとおり。 

  レース２の距離：レース１の距離マイナス 1周 

  グリッドはオリジナルの位置 

   全ライダーが再スタートすることが出来る。 

   車両は、修理、交換、給油が可能。 

 

   レース２が中断された場合 

a) レース２の距離の 3/4 を完了＝結果が公式となりフルポイントが与え

られる。 

b) レース２の距離の 3/4 以下の場合＝結果は公式となり、以下の選手権ポ

イントが与えられる。 

 レース２で 3 周未満でレースキャンセル＝ノーポイント 

 3 周以上完了したがオリジナルのレース距離の 50％に達していな

い場合＝ハーフポイント 

 オリジナルのレース距離の 50％以上を完了＝フルポイント 

 

２．レース１が 3周以上完了したがレース１の距離の 3/4 を完了していない場合 

  レース２は、 

   レース２の距離：レース１の距離を完了する周回数 

  グリッドは、レース１の結果順 

  レース１における完走者のみ参加することが出来る。 

  車両は修理、交換、給油が認められる。 

 

  レース２が中断された場合 

a) レース２の距離の３/４を完了＝結果が公式となりフルポイントが与え

られる。 
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b) 最低 3周を完了し、レース２の距離の 3/4 以下の場合＝結果は公式とな

り、以下の選手権ポイントが与えられる。レース１とレース２の周回数

が加算される。 

 オリジナルのレース距離の 50％に達していない場合＝ハーフポイ

ント 

 オリジナルのレース距離の 50％以上を完了＝フルポイント 

c) 3 周以下の場合＝レース２は無効とされ、レース１の結果に基づき下記

ポイントが与えられる。 

 オリジナルのレース距離の 50％に達していない場合＝ハーフポイ

ント 

 オリジナルのレース距離の 50％以上を完了＝フルポイント 

 

３．特例的な状況下において、レースディレクションは第 3レースの実施を決定  

する場合がある。第 1 レースが最低 3 周を完了し、第 2レースが最低 5 周を 

完した場合は、結果が公式となり、それ以降の再スタートは行われない。 

 

第 3 レースが実施される場合 

 

・ レース距離及び参加資格は事項 1.26.4 に準拠する。 

・ レース結果及び選手権ポイント基準は事項 1.26.6 に準拠することとし、

全てのレースが最低 3 周を完了しているものとする。 

 
レース１ レース２ レース３※ 結果 ポイント（オリジナルのレース距離の％）

レース距離＝オリジナルのレース距離マイナス1周

オリジナルのグリッド、全員参加可能

※原則的に第3レースやそれ以降のレースは無い

レースディレクションは特別な状況下において再スタート

を認める

オリジナルの50％未満＝ハーフポイント

オリジナルの50％以上＝フルポイント

レースディレクションがレース３を決定する

レース３の距離＝レース２の距離マイナス1周（最低5周）

再スタートしない場合や3周未満の場合 レースキャンセル ノーポイント

3周以上5周未満 結果公式 ハーフポイント

5周以上 結果公式
レース３がレース１の50％未満＝ハーフポイント

レース３がレース１の50％以上＝フルポイント

レースディレクションがレース３を決定する

レース３の距離＝レース２の残りの距離（最低5周）

再スタートしない場合や3周未満の場合 レース２結果公式
レース２がレース１の50％未満＝ハーフポイント

レース２がレース１の50％以上＝フルポイント

3周以上 結果公式
レース２と３がレース１の50％未満＝ハーフポイント

レース２と3がレース１の50％以上＝フルポイント

最低レース２の距離の3/4 結果公式 フルポイント

レースキャンセル ノーポイント

レース２距離＝レース１の距離を完了する

グリッド＝レース１結果、レース１完走者のみ

レースディレクションがレース３を決定する

レース３の距離＝レース２の距離マイナス1周（最低5周）

再スタートしない場合や3周未満の場合 レース１の結果
レース１がレース１距離の50％未満＝ハーフポイント

レース１がレース１距離の50％以上＝フルポイント

3周以上 結果公式
レース１と３がレース１距離の50％未満＝ハーフポイント

レース１と３がレース１距離の50％以上＝フルポイント

結果公式
レース１と２がレース１距離の50％未満＝ハーフポイント

レース１と２がレース１距離の50％以上＝フルポイント

最低レース２距離の３/４ 結果公式 フルポイント

レース１の結果
レース１がレース１距離の50％未満＝ハーフポイント

レース１がレース１距離の50％以上＝フルポイント

結果公式 フルポイント

3周以下の場合

レース１の再スタートが不可能な場合

3周以上3/4以下

総レースの距離が最低3周だがオリジナルレース距離の50％未満＝ハーフポイント

総レースの距離が最低3周以上でオリジナルレース距離の50％以上＝フルポイント

レース１の再スタートが不可能な場合

レース１距離の3/4以上

3周未満の場合

最低3周以上、レース２の3/4

3周未満の場合

5周以上

 

 

1.27 チェックエリア 

        レース終了後、またはレース中断後の後半レースの終了後、上位3位のマシン、

 ならびにテクニカルディレクターの指定するマシンは、車検員による車検また 

は抗議の申入れに備え、車検場に移動しなくてはならない。 

 マシンは通常、レース終了より 60 分後に車検場から解放される。 
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1.28 選手権ポイントおよび順位 

1.28.1  

ライダーおよびコンストラクターは、ＦＩＭグランプリ世界選手権のタイトル 

を競う。 

      

    MotoGP クラスのプライベート（インディペンデント）チームのライダーは、

 MotoGP クラスインディペンデントチームライダートロフィーの下で競う。 

 

チームは FIM MotoGPチーム世界選手権、FIM Moto2 チーム世界選手権、FIM 

 Moto3チーム世界選手またはMotoGPインディペンデントチームトロフィーの

 該当する選手権の下でタイトルを競う。 

 

1.28.2  

ライダーの獲得ポイントは、各レースにおいて授与されるものとする。 

 

1.28.3  

コンストラクターの獲得するポイントは、レースでの順位結果にもとづき、そ

 のマシンの中で最も上位につけたマシンに対するポイントのみとなる。 

 

1.28.4  

MotoGP クラスのチームは、原則的に 2 名のライダーで構成される。チーム名

には、以下の 3点の要素が盛り込まれる。 

 

１） マシンまたはエンジンのマニュファクチャラー名（必須） 

 

２） チーム名（チーム名とマニュファクチャラー名と同一の場合以外、必須） 

 

３） 主要スポンサーの名称（任意） 

 

各クラスのチームは、選手権タイトルまたはトロフィーを競う。1レースにつき

複数のライダーを出場させるチームの場合、補欠および代替ライダーを含め、

チームの最高位と最下位の両ライダーの獲得ポイントが、チーム選手権のラン

キングに反映される。 

 

2名以上のライダーを擁し大会にエントリーしたチームが、1名ないし2名のラ

イダーのみがレースをスタートした場合、チーム選手権のランキングには、上

位ライダーのポイントのみが反映される。 

 

 ワイルドカードライダーには、チーム選手権のポイントは与えられない。 
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1.28.5 レース毎に、下記スケールの選手権ポイントが授与される。 

1 位 25 ポイント 6 位  10 ポイント 11 位  5 ポイント 

2 位 20 ポイント   7 位   9 ポイント    12 位  4 ポイント 

3 位  16 ポイント   8 位   8 ポイント    13 位  3 ポイント 

4 位  13 ポイント   9 位   7 ポイント    14 位  2 ポイント 

5 位  11 ポイント   10 位  6 ポイント     15 位  1 ポイント 

 

 MotoGP スプリントにおいては、以下のスケールに基いた選手権ポイントが与え 

られる。 

1 位  12 ポイント 4 位 6 ポイント 7 位 3 ポイント 

2 位 9 ポイント 5 位 5 ポイント 8 位 2 ポイント 

3 位 7 ポイント 6 位 4 ポイント 9 位 1 ポイント 

 

1.28.6  

全てのレース結果が選手権のランキングに反映される。 

 

1.28.7  

ポイント数の累計が同点の場合、最終順位は、グランプリレースで記録した最上 

位の回数にもとづき決定される（1位の回数、2位の回数等）。MotoGPにおい 

ては、スプリントの結果はタイを決定づけるものとはならない。 

 

依然としてタイの場合、より直近の選手権において上位順位を達成した順に高い 

順位が与えられる。 

 

1.28.8  

各カテゴリーの世界チャンピオンは、ＦＩＭ公式セレモニーへの出席が義務付け

られる。 

 

1.29 競技者への指示と連絡 

1.29.1  

チームおよびライダーは、レースディレクター、FIMMotoGP スチュワード及び 

/あるいは競技監督より、規則に準拠した特別な公式通知をもって各種指示を受 

ける場合がある。 

公式通知は、公式掲示板に掲示されるか各チームに配布されなければならない。

または、各競技会にて IRTAの準備する、チーム宛専用のメールボックスに投函

される。公式掲示板上の掲示ならびにチーム宛メールボックスへの投函をもっ

て、公式文書が配布された証拠とみなされる。 

 

1.29.2  

プラクティスおよびレースの全ての順位とリザルト、ならびに競技役員により

 発行された裁定書は、公式掲示板に掲示されるかチームに配布されなければな

 らない。 

 

公式掲示板上の掲示またはその他方法によってチームに配布された物をもって、

上記の各種文書は配布され、正式に発表されたものとみなされる。 
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1.29.3   

レースディレクション、常任競技役員、または競技監督または FIMMotoGP ス 

チュワードより、チームまたはライダーへの伝達事項は、書面かまたは電子メー 

ルや公式計時モニターを含む電子手段により連絡されなくてはならない。同様 

に、チームまたはライダーよりレースディレクション、常任競技役員、あるいは 

競技監督への伝達事項も、電子メールを含む電子手段を含む書面にて連絡されな 

くてはならない。 

 

1.30 ピットレーン内のチーム要員 

安全上の理由から、以下の規則が厳密に遵守されなければならない。 

 

1.30.1  

マシンの調整作業の場合を除き、出場しているクラス以外のプラクティス、ウォー 

ムアップおよびレース中にチーム関係者がピットレーンに立入ることは禁止される 

 

1.30.2  

ピットの作業エリア内に立ち入ることのできるライダー1 名あたりのチーム要員の

数は以下のように制限される。： 

 

・ MotoGP フリープラクティスセッション及びウォームアップの場合：最

大８名 

 

・ MotoGP クォリファイ１及びクォリファイ２、また日曜のウォームアッ

プセッション: 最大６名、ならびに、ウェット宣言（事項 1.18.17参照）

が出されたレースで車両変更を行う場合、最大５名。 

 

これらの人員は、テクニカルディレクターによって承認されたヘルメット

の装着が義務とされ、それによって識別される。 

   

・ Moto3および Moto2 クラス 最大６名 

 

1.30.3 

 各ライダーにおけるシグナリングプラットフォーム上のチーム員の数は全クラ 

ス共に最大 4 名とする。 

 

1.30.4 

 安全上の理由から、ピットボックス（常設及び仮設）内でレースマシンのエンジ 

ンを始動させてはならない。エンジンはピットレーンまたはピットボックスまた 

はテントの外で指定された場所で始動させなければならない。 

 

 如何なる疑義をも避けるため、スターター機材は、ピットボックスの外に出た時 

点で連結させなければならない。 

 

1.30.5 安全上の理由から、ホイールの変更を行っている最中のエンジン始動は認められ 

ない。 
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